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議 事 日 程  （第２号） 

 

令和３年３月４日（木）午前10時開議 

 

日程第１ 議案第19号  湖西市部設置条例及び湖西市文化財保護条例の一部を改正する条例制定について 

日程第２ 議案第20号  行政手続における押印の見直しに係る関係条例の整備に関する条例制定について 

日程第３ 議案第21号  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省 

            令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について 
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日程第８ 議案第26号  湖西市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について 

日程第９ 議案第27号  湖西市子育て支援センター条例の一部を改正する条例制定について 
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日程第17 議案第35号  湖西市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 
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            て 
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            変更について 
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日程第24 議案第42号  令和２年度湖西市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第25 議案第43号  令和２年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第26 議案第44号  令和２年度湖西市病院事業会計補正予算（第３号） 

日程第27 議案第46号  令和３年度湖西市国民健康保険事業特別会計予算 
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○本日の会議に付した事件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄議事日程に掲げた事件に同じ 

○出席及び欠席議員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○説明のため出席した者┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○職務のため議場に出席した事務局職員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 
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午前10時00分 開議 

○議長（加藤弘己） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で御報告いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでござ

います。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己）  それでは日程第１ 議案第

19号 湖西市部設置条例及び湖西市文化財保護条例

の一部を改正する条例制定についてを議題といたし

ます。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので発言を許します。初めに、９番 楠 浩幸君

の発言を許します。９番 楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） おはようございます。トップ

バッターですけれども、９番 楠 浩幸でございま

す。今日もよろしくお願いします。 

 議案第19号ですけれども、私のほうからは今回、

条例を一部変更するということなんですけれども、

その一部に文化に関する事務を市長部局で担うとい

うようなことの内容であったと思いますけれども、

具体的にどのような事務を市長部局で行うのかとい

うことと、あともう一点、期待できる効果について

お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（加藤弘己） 答弁をお願いします。総務部

長。 

  〔総務部長 山本一敏登壇〕 

○総務部長（山本一敏） お答えをさせていただき

ます。 

 令和３年度から市長部局で行う事務、これは項目

で申し上げますと文化及び芸術の振興に関すること、

文化財の保護及び調査に関すること、白須賀歴史拠

点施設・新居関所資料館・小松楼まちづくり交流館

などの維持管理及び運営に関すること、特別史跡新

居関跡の保存に関することなどを主に行いたいと思

っております。 

 御質問の期待する効果につきましては、非常に業

務の結びつきが強い文化と観光に関する事務を一体

的に行うことで、文化施設を観光ツールとして活用

し、併せて事務の効率の向上を図ること、そして湖

西市の魅力を広く積極的に発信して、湖西市の交流

人口の増加につなげていきたいと考えております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） ９番 楠 浩幸君、よろしい

ですか。 

○９番（楠 浩幸） これまで文化施設というのは

保存に尽力していただいてきたというふうに思って

いるわけなんですけども、これが多くのお客様です

とか市民の皆さんに知っていただくということは非

常にいいことだというふうに思うんですけども、こ

れによって維持管理に対してリスクも伴ってくると

思うんですけれども、それに対してまた啓発ですと

か、また予算が付加されていくようなリスクについ

てはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 当然、来られる方を多く増やしたいということが

目的でありますので、文化施設に伴う、あってはな

らないですけど修繕的なものが増えるかと思います。

それは当然そういう形で対応してまいります。また

啓発もしていきたいと考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 承知をしました。とりわけ、

新居の関所については、日本全国で唯一現存する施

設で老朽化も進んでいて、私らどもも縁側なんかを

歩いてみたりするとちょっと傷んでるなというよう

な感も拭えないところですので、またその辺は十分

調整していただきながら保存に努めていきたいなと、

両方でうまく運用していっていただければなという

ふうに思います。終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で９番 楠 浩幸君の質

疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 
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 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第19号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第19号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第２ 議案第20号 行政

手続における押印の見直しに係る関係条例の整備に

関する条例制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに９番 楠 浩幸君

の発言を許します。９番 楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸です。続きま

して、議案第20号 押印に関わる条例変更というこ

となんですけれども、今回の行政手続における押印

の見直しに関わる関係条例を整備するということな

んですけれども、現在、多くの帳票で押印の欄があ

ったりするわけなんですけれども、この帳票の整備

ですとかいろいろこれからシステムを変えたりだと

かっていうようなことでリードタイムが必要になっ

てくるかと思うんですけれども、実際の実務の変更

がいつからなのかということと、あと期待できる効

果についてお伺いしたいと思います。お願いします。 

○議長（加藤弘己） 総務部長、答弁をお願いしま

す。 

  〔総務部長 山本一敏登壇〕 

○総務部長（山本一敏） お答えをさせていただき

ます。 

 今回提案する議案は、条例で規定している押印を

廃止するため一部を改正するものであり、該当する

条例としましては提案させていただいておりますが、

職員の職務の宣誓に関する条例及び湖西市固定資産

評価審査委員会条例、この２つだけに条例としては

なっております。 

 この２つの条例の内容には変更はございません。

議員が今おっしゃられましたように、押印を規定す

る字句及び様式中の印を削除するもので、この議案

の議決後、公布の日から変更を行うことを予定して

おります。予定日としましては、令和３年４月１日

から行いたいと今は考えております。 

 御質問の期待される効果につきましては、今言っ

たこの２つの条例については対象者が限定されてお

りますので、事務手続が簡素化になる程度のもので

ありますが、これ以外に条例ではない規則や要綱等

で規定しているものがかなりあります。これを今回

一緒に廃止をさせていただきますので、こちらに関

しましては多くの市民の方々が当然関係される各種

申請手続等に印が要らないというような簡略化とな

りますので、これが市民サービスの向上につながる

というふうに我々は捉えているところであります。

以上です。 

○議長（加藤弘己） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 議長、ちょっと関連するとこ

ろで押印についてなんですけれども、今回の条例に

ついては２件ということなんですけれども、今部長

の答弁の中で規則ですとか規定で行われている帳票

について具体的にはどれくらいの件数があるのかを

教えていただくことはできますか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 今の御質問ですが、今回

対象となるものが数でいいますと1,384件調査して

該当しました。その中で押印を残すもの、これが

173件、率でいいますと12.5％になりますが押印を

必ず残すものは173件と。それ以外に署名でいいで

すよとか、あと判ことかそのまま印字されているも

の等でいいですよと、押印をしなくてもいいですよ

というもので署名のものが329件ございまして、記

名のものが882件となります。全体でいいますと
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1,384件中1,211件、87.5％が廃止という形で今は考

えております。その準備をしているところでありま

す。以上です。 

○議長（加藤弘己） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ありがとうございます。

1,384件って膨大な数なんですけれども、これも４

月１日から施行ということでよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 非常に膨大な数でありま

すが、実際には昨年度からこれは取りかかっており

まして、たまたまといいますか昨年12月に国のほう

からある程度の指針が示されたものですから、その

中でもう一度見直しをして数を制定したということ

で準備は着々と進めておりますので、４月１日には

始められるものと思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 大変であったと思います。今

回のこの条例等を含めて、これから随分と市民サー

ビスがよくなるということについての広報ですとか、

市民への周知というのはどのような形で示されてい

こうと思っておられるんですか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） ウェブサイト等、ホーム

ページのほうには当然載せていきたいとは思ってい

るんですが、さすがに1,300のものを載せてもなか

なか、手元にもあるんですけど細かいものになって

しまいますので、そこは少し精査した形の中でやっ

ていきたいなと思います。ただ、実際になかなかそ

れを皆さんが探して見つけるというのは難しいもの

ですから、当然窓口へ来られたときにその都度、今

回はもう要らなくなりますよとかいうような案内を

常に行っていきたいと考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） それでは、また窓口のほうの

対応が煩雑になったりですとか忙しくなるかと思い

ますけれども、丁寧な市民に対応をお願いしたいと

思います。終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で、９番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員会

の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第20号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第20号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第３ 議案第21号 指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定についてを議題といた

します。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、10番 佐原佳美

さんの発言を許します。10番 佐原佳美さん。 

  〔10番 佐原佳美登壇〕 

○10番（佐原佳美） 10番 佐原佳美でございます。

議案第21号 指定居宅サービス等の人員、設備及び

運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例制定についてです。 

 厚労省令が一部改正されたことから利用者の人権

の擁護、虐待の防止などのため、必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し研修を実施する

などの措置を講じなければならないほかが追加され

ますが、当市における指定された介護保険事業所で

の、この４つの事業所ですね、これらの状況、実態

というものは把握されているのかお尋ねいたします。 
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○議長（加藤弘己） 健康福祉部長、答弁をお願い

いたします。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 今回の法改正につきましては、国や県から各事業

所へ通知されており、各事業所においては把握して

いるものと思っております。また、介護保険事業所

が利用者の人権の擁護や虐待の防止等のために講じ

る体制整備及び研修等につきましては、事業所への

実地指導等の際に確認することになります。 

 なお、利用者の人権の擁護、虐待防止につきまし

ては従来より地域支援事業の中で介護相談員を事業

所へ派遣し、問題の解消に努めています。以上です。 

○議長（加藤弘己） 10番 佐原佳美さんどうぞ。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございました。健

康福祉部として、長寿介護課としてこれらの実態が

該当する、ここで書いてあるのは地域密着型等とい

うものが多くて市が設置する小規模、特別養護老人

ホームだとかそういうところですけれども、それ以

外のものもそうではありますけれども、そこの施設

やあるいはケアマネジャーさんたちが仕事をする上

で人権の擁護を必要とする者や虐待という実態を把

握しているかということをお聞きしたところ介護相

談員を派遣しているということですけど、介護相談

員さんは施設入所者のところへは伺って、直接利用

者さんの声を聞くことはできると思うんですけれど

も、在宅の介護予防と最初にうたっているその事業

などは在宅者の把握はどのようにされているのです

かということと、件数とかのそういう把握ができて

いるのかできていないのかということをお尋ねして

るんです。もう一度お願いいたします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 申し訳ありません。

介護相談員が在宅のほうに対応しているかどうかと

いうと、私のところで把握してないものですからち

ょっとお答えできないんですが、対応状況を把握し

てるのかということにつきましては、先ほどの答弁

の中で申しましたとおり各事業所との接触というん

ですか、対面する機会が今のところ実地指導しかな

いものですから、そのときにいろいろと確認させて

いただくという形になります。ただ現状、実地指導

につきましては３年に１回のスパンになってしまい

ますので、今後につきましては最低年１回は全事業

所を対象に仮称になりますけど事業所連絡会という

ものも開催させていただきまして情報の共有とか、

必要があればそこで研修とかを行っていきたいとは

考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 私が現場にいた頃は、介護相

談員さんは施設のみでしたね、ただデイサービスの

ところに行ってお話を聞けば在宅にいる方の情報は

得られるかとは思っておりますが、今３年に一遍だ

から各事業所と対面する機会がないから、３年に一

遍の実地指導では間が空き過ぎるんで年１回に今後

はしていきたいということで、それは大変前向きな

御意向でうれしいなと思いますけれども、部長が把

握されてないということはないに等しいのかなとい

うふうにも考えられますが、ただいろいろな事件の

ような形にならないことを願うばかりです。 

 私の通告した文章の中に、かぎ括弧で研修を実施

する等の措置を講じなければならないほかが追加さ

れたという部分のほかがというのが、今まさに部長

がおっしゃられた条例の中を、新旧の対象を見てい

ただきますと基本方針のところに改正の追加の続き

として、第３条第６項に必要な情報を活用し、適切

かつ有効に行うよう努めなければならないというの

があります。まさにここの部分で、ここが日頃の

（仮称）事業所連絡会を年１していくっていうこと

ですけれども、かつて特別委員会の中で地域医療等

特別委員会というのをやったときにもすごく密に、

行政側となかなか密になってないという声を現場か

ら聞きました。やはり情報共有をもっとする場面、

年一遍でも少ないような気もするんですけれども、

かつては毎月事業所連絡会をやってたんですけれど

も今は全然ないということで、部門別に移行してそ

れが何となく立ち消えてるようなんですけれどもち

ょっとあきれて。この現状を年に１回でいい、今言

っちゃっていいんですか部長。まだ今部長が仮に思

ったというだけであれば、よく皆さんと協議してい

ただきまして、現場のケアマネジャーさんや地域包
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括の方たち、一番、虐待なんか見つける地域包括の

方たちからしっかり情報収集して、どのくらいの間

隔での情報共有というか、適切かつ有効にその情報

を活用していかなければならないという風通しのよ

い保険者ですので絶対状況は知ってなきゃいけない

と思うんです。ただサービスを提供して給付金を許

可するというだけではなく、いかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 議員おっしゃられま

したとおり、各事業との連携というんですか、情報

共有につきましては前々からやはりちょっと問題と

いうか問題意識を持ってまして、本当は今年度につ

きましてもそういった連絡会のほうを開催したほう

がいいじゃないかという形では話は出ておりました。

ただ、このコロナ禍の中ですのでなかなか多くの人

を集めてやるというのは難しいという形で延び延び

になっておりましたが、一応今月にやり方は今検討

中ですが、皆さんを集めて対面式にするのかオンラ

イン形式、Ｚｏｏｍとか使ってオンライン形式にす

るかはまだ決まっておりませんが、一応そういった

連絡会のほうを今月設けたいなと思っております。 

 答弁の中で年１回と申しましたけど、最低年１回

という形で今後いろいろ意見を聞いた中でもっとや

ったほうがいいというならば、その回数をまた検討

していきたいとは思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 分かりました。ぜひとも積極

的に、厚労省令が改定されたことを機に本当により、

何といっても地域密着といったら本当に湖西市が許

可して設置している、また今も募集しているところ

じゃないですか、小規模多機能なんか。本当にしっ

かりと現場を見ていただきたいという思いでいっぱ

いです。まだ、先輩議員が質問を通告されておりま

すので、またそちらの答弁も聞いていきたいと思い

ます。 

 以上です。ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で10番 佐原佳美の質疑

を終わります。 

 続いて、17番 神谷里枝さんの発言を許します。

17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。ただいまの

ところと同じ質問であります。 

 私がお聞きしたいのは、今回の条例改正に当たり

まして湖西市内における該当する事業者数をお伺い

します。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。答弁をお願い

します。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 該当する事業者数でございますが、いろいろサー

ビス等がダブっているのがありますが、おおむね30

事業所ほどとなります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 17番 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 市内には県とか市の認可を受

けて介護サービス、デイサービス等を提供している

事業所が30事業所ほどあるという御答弁でございま

した。 

 そういった中で、先ほどの御答弁の中で今までは

３年に１回実地指導を行っていて、その際に確認っ

ていうことでしたけども、３年に１回ではというこ

とで年に１回、最低でもやっていきたいという御答

弁でございました。そういったときに、今まで３年

に１回っていうことだったのが、最低でも年１回っ

ていうことにおいては担当職員への負担もかかって

いって大変かなという気もしないでもないですけど

も、条例改正に伴って準じていっていただきたいと

思います。 

 こういった職員の研修と従事者の研修などの措置

を講じなければならないとなった以上は、そういっ

た研修をうちの事業所は受けていますよと、そうい

ったことをそこの施設のどこかに表示するとかそう

いった利用者さんへの周知というものは、特段こう

しなければならないということはないんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 そういったことを、研修等を行ったということを

表示するとかそういったことを周知というのを特に

するというのは、すみません私のほうでちょっと聞

いておりませんが、市としましては先ほど佐原議員
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の答弁の中でも申しましたとおり、そこの事業所が

今回そういったものが明文化されたわけですので、

それがしっかり守られたかどうかというのは先ほど

言いました実地指導の際には確認させていただくの

と、あと情報提供につきましては連絡会のほうを開

催させていただいて情報のほうは提供、共有をして

いきたいとは思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 17番 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました、ありがとうご

ざいます。いずれにしましても、条例の一部改正と

いうことですので、あまり深入りせずにこれで終わ

りたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で17番 神谷里枝さんの

質疑を終わります。 

 続いて、13番 竹内祐子さんの発言を許します。

13番 竹内祐子さん。 

  〔13番 竹内祐子登壇〕 

○13番（竹内祐子） 13番 竹内祐子です。同じと

ころです。 

 １点目、必要な体制の整備を行うとともに、その

従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなけ

ればならないとは具体的にどのような体制整備と研

修か、また市として共通の研修マニュアルを示され

るのか伺います。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長、答弁をお願い

いたします。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 今般の法改正に伴う利用者の人権の擁護、虐待の

防止等のために講ずるべき体制整備や研修の内容に

つきましては、法令の中で虐待防止対策を検討する

委員会の開催や研修の定期的な実施等が規定されて

おり、これらは事業所が果たすべき責務とされるこ

とから実施主体は事業所であると認識しております。 

 したがいまして、現時点におきましては市として

共通の研修マニュアルを整備する予定はございませ

んが、事業所からの要望があれば事業所連絡会など

を通じて外部講師を招いた研修なども検討していき

たいと考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 13番 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） ただいまの御答弁ですと、要

は事業所に任せるということでよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 言い方はあれですけ

ど、事業所のほうの責務ということになりますので、

まずは事業所のほうでいろいろと考えていただいて

やっていただきたいということになります。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 私としてはちょっと納得がい

きません。だって、こんなに大事な人権の擁護のこ

ととか虐待の防止のことをやっていきましょうって

条例に追加をされたのに、市の考えをもって説明し

ないというのもおかしいと思いますし、今の答弁で

は納得できませんのでもう少し詳しく説明をお願い

します。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 今回の条例改正以前に、高齢者虐待防止法とかの

ほうで、基本的には各事業所のほうの責務としてそ

ういった体制を整えなければならないということは

決められてます。 

 今回、国のほうの改正でこうしたことを各市の所

管の施設の条例のほうに３明文化しなさいというこ

とになってきてますので、今の時点ではそういった

事業のほうにお任せしていることはありますけど、

条例に明文化された以上は今後説明させていただく、

つまり連絡会、あと実地指導のほうでそういったも

のはしっかりなされているかと、あと今後そういっ

た共通的なものが欲しいという要望もありましたら、

そういったものも今後市として検討していきたいな

と思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 国や県から求められて、条文

を追加していくようにということで今回それをやる

わけなんですけど、これってただ言われたからそこ

に追加していけばいいというお話ではないんですよ。

国も県もそんなことは望んでないと思うんです。必

要なことだから条文に追加しろと言ってきて、その

追加された条文についてはしっかりと市で管理して
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いきなさいよということだと思うんですよ、私は。 

 それで、先ほど佐原議員が言った第３条の中の必

要な、６の法第118条の２第１項に規定する介護保

険関連情報その他必要な情報を活用し、適切に有効

に行うように努めなければならない、これは何を言

っているかというと、介護保険事業支援計画という

のがあって、そこについてやっぱりこの計画を進め

ていくためにはこういう虐待防止とかそういうのも

ちゃんと入れていってしっかりと進めていけという

ことだと思うんですよ、そうじゃないんですか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 議員のおっしゃることはもっともだと思っており

ます。私どもとしては、先ほど言いました連絡会等

を開いた中で、まずは現状のほうをしっかり把握し

た中でそういったマニュアルづくり等も検討のほう

を進めてまいりたいと思っております。 

 実際、今年度につきましてはコロナ禍の中でなか

なかそういった接触等はできない状況で、来年度に

つきましてはどうなるか分かりませんが、なるべく

そういった事業所からのいろんな情報のほうを吸い

上げた中で、その対応のほうを考えていきたいとは

思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 条例改正のことなのでもうこ

れ以上は言いませんけど、条例改正って条例制定も

そうなんだけど大事なことなので、やはりこの条文

を改正するから賛成だとかそれだけじゃないんです

よね、しっかりとそこの中身も考えての条例制定に

なってくるので、一部改正になってくるので、やは

り当局側もしっかり何を聞かれたって答えてもらえ

るっていう覚悟で臨んでもらいたいな思います。 

 では次へ行きます。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○13番（竹内祐子） この法令遵守のチェックとい

うのはどのようにされるのか伺います。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 法改正の内容が遵守されてるかにつきましては、

事業所への実地指導等の際に確認させていただくよ

うになります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 分かりました。以上で私の質

疑を終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で13番 竹内祐子さんの

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） それでは以上で討論を終わり

ます。 

 議案第21号について採決いたします。本案を原案

のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第21号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第４ 議案第22号 湖西

市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 
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 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第22号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第22号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第５ 議案第23号 湖西

市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、９番 楠 浩幸

君の発言を許します。９番 楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。 

 議案第23号ですけども、湖西市職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例制定について。 

 今回、会計管理者の職務等級を下げるというよう

な内容であったと承知をしておりますけれども、今

回改定に至った理由、これを伺いたいと思います。

お願いします。 

○議長（加藤弘己） 総務部長、答弁をお願いしま

す。 

  〔総務部長 山本一敏登壇〕 

○総務部長（山本一敏） お答えをさせていただき

ます。 

 会計管理者の職務は、対外折衝などが金融機関な

どに限定されていること、そして今の会計管理者直

下の組織としては会計課の１課のみで、職員数も少

人数ということで職員を指導・総括する範囲が課長

級職員と同程度であると思っております。そんなこ

とから、他市の状況等も調べさせていただき、それ

を参考に今回会計管理者の職務を７級、課長級にす

るものでございます。また現在、会計管理者は会計

課長を兼務しております。ということで、等級の変

更による事務処理に対して、これの影響は発生しな

いと考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 現在の実務の中で決裁の範囲

が変わらないよというような答弁であったと思うん

ですけども、実務の中で業務の効率化が図られるで

すとかそういったようなメリットは何かなかったん

ですか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 今言うように、現状は兼

ねておりますので、決裁一つに取りましても２人体

制、場合によっては会計管理者がそのまま部長級で

残しておきますと、そこに今度は会計課長というと

ころもある場合があるとなれば、当然実務としては

決裁１つにしても複雑っていうんですか余分になっ

てしまうということで、今回こうすることによって

そういう簡略ですか、簡略と言うことは失礼なんで

すけど省略ができるという形でスムーズに行くと捉

えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） これまではたまたま兼務でや

っておられたのでということですけれども、そうい

った意味では業務のスリム化ですとか効率化が図ら

れるという意味で理解をしました。終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で９番 楠 浩幸君の質

疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第23号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を
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求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第23号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第６ 議案第24号 湖西

市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を

改正する条例制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論発言通告書が提出されてお

ります。初めに14番 荻野利明君の発言を許します。 

  〔14番 荻野利明登壇〕 

○14番（荻野利明） 14番 荻野利明。議案第24号 

湖西市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一

部を改正する条例制定について、反対討論を行いま

す。 

 会計年度任用職員の期末手当を年間0.05月分引き

下げるというものですが、市職員はコロナ禍の下、

昼夜を問わず業務に専念し、市民の暮らし、命を守

る立場で業務に携わっています。その職員の苦労に

報いるためにも期末手当の引下げはやめるべきであ

ります。 

 以上の理由で反対討論といたします。 

○議長（加藤弘己） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 次に、11番 吉田建二君の発言を許します。吉田

建二君。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 

○11番（吉田建二） 11番 吉田建二です。議案第

24号 湖西市会計年度任用職員の給与等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立

場で討論をいたします。 

 非常勤職員等の適正な任用の確保などを目的とし

て、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する

法律が施行され、会計年度任用職員制度が令和元年

に創設されました。 

 これを受け、当市では令和元年12月議会において

会計年度任用職員の給与等に関する条例を可決し、

令和２年４月から施行されております。条例制定の

意義をいま一度再認識したいと思います。 

 条例の内容は、会計年度任用職員の給与や報酬、

各種の手当、そのほか支給方法などが定められてお

ります。 

 主なものとして、フルタイム会計年度任用職員の

給料は一般職常勤職員の給料表を適用すること、給

料の支給方法や通勤手当、時間外勤務手当などは一

般職常勤職員の例によることなどが定められており

ます。 

 期末手当に関しては個別に定められておりますが、

支給率や基準日、在職期間に応じた割合などは一般

職常勤職員に合わせた規定となっています。また、

パートタイム会計年度任用職員に関しては、期末手

当はフルタイム会計年度任用職員の規定を準用する

こと、そのほか報酬の基本額、また通勤や出張に係

る費用弁償などについて規定されており、総体的に

は一般職常勤職員の規定に準じた内容となっており

ます。 

 したがって、人事院の勧告を受け、国家公務員の

給与等を改正されれば増額や減額にかかわらず、市

民に寄り添う情勢適応の原則に基づいて、湖西市に

おいては職員の給与等を改正していきますし、それ

に連動して会計年度任用職員の給料等も改正してい

くことになります。 

 さて、本議案の内容は令和２年10月に人事院の勧

告がなされ、国家公務員の給与改定に伴い、当市に

おいても一般職常勤職員の給与については期末手当

の支給月数を年間で0.05月引き下げていることから、

これに準じて会計年度任用職員の支給月数について

も引下げをしようとするものであり、条例の規定に

沿った適正な改正を行おうとするものであります。
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よって、私は本議案に賛成するものであります。 

 以上で賛成討論といたします。 

○議長（加藤弘己） ただいまの討論な賛成討論で

した。ほかに討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第24号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

多数であります。したがって議案第24号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第７ 議案第25号 湖西

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定に

ついてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第25号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第25号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第８ 議案第26号 湖西

市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第26号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第26号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第９ 議案第27号 湖西

市子育て支援センター条例の一部を改正する条例制

定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに10番 佐原佳美さ

んの発言を許します。10番 佐原佳美さん。 

  〔10番 佐原佳美登壇〕 

○10番（佐原佳美） 10番 佐原佳美でございます。

議案第27号 子育て支援センター条例の一部を改正

する条例制定について、参考資料の令和３年度から

の新体制に伴いとはどのような改正か、市内で実施

されている放課後児童健全育成事業の全てが教育委

員会に移管になる先駆けなのかお聞きいたします。 

○議長（加藤弘己） 答弁をお願いします。健康福

祉部長。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 今回の改正につきましては、健康福祉部の子育て
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支援課で実施していた放課後児童健全育成事業、放

課後児童クラブに関する事業でございますが、の実

施の所管を教育委員会に移すことに伴う改正でござ

います。以上です。 

○議長（加藤弘己） 10番 佐原佳美さん、よろし

いですか。 

○10番（佐原佳美） 通告文には書いてない、今口

頭で申し上げた市内で実施されているほかの放課後

児童クラブの所管事務っていうのはじゃあここ、子

育て支援センター条例に含まれているこの放課後児

童健全育成事業以外のものは今までどおり子育て支

援課の所管ということになるということですか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 今回の改正につきま

しては、子育て支援課から放課後児童健全育成事業

を教育委員会のほうに全て移管という形になります。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 分かりました、ありがとうご

ざいました。 

○議長（加藤弘己） 以上で10番 佐原佳美さんの

質疑を終わります。 

 続いて17番 神谷里枝さんの発言を許します。17

番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝です。同じく

議案第27号につき質疑させていただきます。 

 放課後児童健全育成事業は教育委員会に移行する

ということですけども、移管によるメリットはどの

ようなものを想定しているのかお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 この事業につきましては、対象が小学生児童であ

り、また余裕教室などの学校施設の積極的な活用を

行うものであるという国の方針の下で進めている事

業であります。 

 これまで子育て支援センターで事務を行ってきま

したが、学校と各放課後児童クラブの間の様々な調

整が必要で、課題が顕在化するたびにその調整に多

くの時間を要しておりました。 

 今後、教育委員会で事務を行うことで学校と各ク

ラブ間の情報伝達や学校内の設備整備等を直接教育

委員会が進めることができ、事業推進のスピード感

が増し、子供たちのスムーズな受入れ体制につなが

ることが最大のメリットであると考えております。

また緊急、臨時的な措置が必要な場合にも即時に効

果的な対応ができるものと考えております。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 17番 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） この放課後児童健全育成って

いうのは、今までの担当部署は本当に開催場所に苦

労していましたし、議会からも学校の余裕教室の利

用等についても質問させていただいた経緯がありま

したけども、本当になかなかいい方向に行かなかっ

たと私は感じております。そういった中で、今回国

のほうでも言っているけども、教育委員会に移管を

することで利用者にとっては随分環境改善がされる、

そういうふうに解釈したいと思ってます。 

 例えば現状、学校のところを借りていてもすぐそ

ばにあるトイレなどの施設が借りられなくて、遠く

離れたところのトイレを利用しなければいけないと

かそういった問題点、先ほど部長の答弁の中にも課

題が点在していたっておっしゃってましたけども、

そういった声もある中で今後はこの条例改正するこ

とによって環境改善がされていく、ある程度スピー

ドを持って対応していっていただける、健康福祉部、

教育委員会といった壁もなくなって利用者にとって

スムーズな受入れ体制も整っていく、そういう解釈

を持っていてよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 健康福祉部としましてもそういったスムーズな連

携が取れるということを期待しております。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 17番 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 今健康福祉部のほうはそうっ

て答弁でございましたけども、受け入れる側の教育

委員会としてもそういったところに十分歩み寄って

といいますか、理解を示して対応していっていただ
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けるということでよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをします。 

 今おっしゃったように、しっかり協力してやって

いきたいというふうに思っております。 

 今回、臨時休業があって本当にかつて経験したこ

とがない事柄が起こりました。学校が突然休みにな

る。健康福祉部のほうでじゃあ学童保育をどうする

か、そんなところでやっぱり時間を一日二日と費や

すというその時間がないというのもありますので、

お互い連携をしながらどこの部がということじゃな

くて、子供の健全な成長のために力を出していきた

いというふうに思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 17番 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。長年

のちょっとわだかまりが解消できるかなと期待して

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 これで質疑を終わります。ありがとうございます。 

○議長（加藤弘己） 以上で17番 神谷里枝さんの

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第27号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第27号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） ここで暫時休憩といたします。

再開は11時20分といたします。よろしくお願いしま

す。11時20分です。 

午前11時06分 休憩 

───────────────── 

午前11時20分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 日程第10 議案第28号 湖西市放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定についてを議題といたしま

す。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、17番 神谷里枝

さんの発言を許します。17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。議案第28号 

湖西市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定に

ついて質疑を行います。 

 通告いたしましたように、なぜ経過措置の延長を

行わなければならないほど対応が進まなかったのか、

要因を伺います。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長、答弁をお願い

いたします。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 この事業は、教育委員会と福祉部門との連携で進

めるものであることは認識しておりますが、学校現

場の管理上の課題と余裕教室などの学校施設の積極

的な活用で行うものであるとする国の方針の中で、

福祉部門が進めなければならないという状況下にあ

り、課題の調整に多くの時間を費やしてきました。 

 事業実施の担当部門と事業を実施する現場や、そ

れを所管する教育委員会との間での具体的な策を進

めてこられなかったことが事業推進の遅れにつなが

った最大の要因であると考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 17番 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。コロ



７３ 

ナ禍においてニーズも高まっているので、さらに経

過措置の延長に踏み切らざるを得ないという要因も

あるというふうに解釈してもよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 議員おっしゃいましたコロナ禍によるニーズの要

因ということは私どもとしては考えていませんでし

たが、今答弁でも申し上げましたとおり、実際にこ

ういった形で進めていきたいというような具体的な

案をまたうちのほうで出し切れなかったというのが、

なかなか話が進まなかった要因だとは認識している

ところでございます。 

 今年度につきましても、言い訳になってしまいま

すけどコロナ禍の中でなかなかそういった打合せも

進まなかったというのがありまして、今回、経過措

置の延長をお願いするという形になってしまったも

のであります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 17番 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

今回の条例改正っていうのは、９月定例会でも条例

改正を行ったんですけども、みなし指導員に対応し

ていく、国のほうで従うべき基準から参酌すべき基

準に見直されたというのも一つ大きな要因となって

いるんではないでしょうか。これは湖西市のみの経

過措置の延長ではないんではないかと思うんですけ

ども、いかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 見直すべき要因の一つとしましては、一応基準の

中で１単位40人以下というのがあります。うちのほ

うで、条例の中でですがおおむね40人という形のこ

とをうたってまして、それに対応しなかった場合の

ために経過措置というのを取らせていただいており

ました。基本的にはこの辺もおおむね40人というこ

とで、しっかり40人という形の基準にしたほうがい

いんじゃないかということで今ちょっと調整のほう

は進めておりますが、それも今すぐにというわけに

はいかないものですから、そういった形で経過措置

を延長させていただいてそういった基準の見直しと、

あと施設整備を含めて考えていきたいと思っており

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

私は最初、湖西市に放課後行きたいけどもなかなか

受入れが少なくて待機の子がいる、そういったこと

も含め、それからいろんな問題があってこの経過措

置の延長を行うと思っていましたけども、いろいろ

調べてみると先ほど申し上げましたように従うべき

基準から参酌すべき基準に見直されたようなので、

私は今回この条例の一部改正を行うのが一番分かり

やすい理由かなと思ったんですけども、湖西市とし

てはそういったことではなく、管理上の課題調整が

なかなかうまく進まなかったので今回経過措置の延

長を行う。先ほど条例改正しました教育委員会に関

することによって、この辺ももう少しスムーズに対

応されていく、そういうふうに解釈したいと思いま

すがよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） そのとおりでござい

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） では、私の質疑を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で17番 神谷里枝さんの

質疑を終わります。 

 続いて、９番 楠 浩幸君の発言を許します。９

番 楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

私のほうからも議案の第28号です。今先輩議員の質

疑を聞いておりましておおむね理解をしたところな

んですけれども、整備が進まない理由というところ

の部分については。ただ、経過措置が令和７年度に

設定をされているわけなんですけれども、令和７年

に５年かかるんですけれども設定された根拠につい

て、これだけ１点お伺いしたいと思います。お願い

します。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 
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 放課後児童クラブの整備につきましては、子ど

も・子育て支援事業計画を基本にしておりまして、

当該計画の第１期計画の期間に合わせて令和６年度

末、令和７年３月31日まで経過措置期間の延長をお

願いするものでございます。 

 これに従いまして、私どものほうでも教育委員会

さんのほうに事務のほうを移管するわけですが、あ

る程度の事業計画のほうを立てた上で移管のほうを

して、少しでも早く事業のほうを進めていきたいと

は思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 子ども・子育て支援計画に準

じて経過措置を令和７年に設定をしたということな

んですけれども、今答弁の中で事業計画を策定して

引継ぎという意味合いだと思うんですけれども、事

業計画というのは来年度中というか、リードタイム、

タイムスケジュールについて計画があれば伺いたい

と思います。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 計画につきましては、今のところはっきりとした

計画としては上がってないですが、移管前にうちの

ほうでこういった計画で進めたらいいんじゃないか

というような大体の案は持っておりますので、その

辺も教育委員会のほうに移管するに当たっては提示

させていただいた上で事業も進めていきたいと思っ

ております。ただ、事業自体は教育委員会に移管し

ますが健康福祉部のほうとしましても当然事業のバ

ックアップのほうはしていくつもりですので、そう

いった中で連携のほうはしながら少しでも早く大規

模校なんかの改修ができるように進めていきたいと

は思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 来年度から岡崎幼稚園がこど

も園化になったりですとか、また民間のこども園が

再来年度ですかまた増えて、本当に未就学児の環境、

保育の充実というのはすごく進んできたなというふ

うに実感をしているところですので、そうしますと

今まで働くことができなかったお母さん方も仕事に

出ることができて、困るのがやっぱり小１のギャッ

プで、保育園を、こども園を卒園したら働くことが

できないよというようなことをよくよく聞くところ

でありますのでしっかりと遅くても令和７年度、経

過措置が満了するまでに全ての環境を整えていただ

きたいなというふうに思います。また、事業計画が

できましたら私ども議会や市民にも共有させていた

だくようにお願いをして質疑を終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で９番 楠 浩幸君の質

疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第28号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第28号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第11 議案第29号 湖西

市ふれあい交流館条例の一部を改正する条例制定に

ついてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、17番 神谷里枝

さんの発言を許します。17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。議案第29号 

湖西市ふれあい交流館条例の一部を改正する条例制

定について質疑を行います。 
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 第９条（１）市長と指定管理者が協議して、別に

定める団体とはどのような団体を想定しているのか

お伺いします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 別に定める団体につきましては、第６条第１項に

規定される市内の福祉及び地域づくりの活動を行う

団体と公共的団体で、協議によって無料で使用でき

る団体として指定して、限定列挙するものでござい

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 市内の福祉団体、それから地

域づくりを行う団体ということでしたけども、それ

が全部でどのくらいの数の団体があるのかお伺いし

たいと思いますが。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 現在、協議中のところもございますがおおむね全

部で29団体、今のところ予定をしております。以上

です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 両方合わせて29団体が無料ま

たは減免っていう形になっていく、そういった判断

基準は明確に示されているんでしょうか、指定管理

を請け負う側にもこういった団体さんは減免等を行

っていいですよ、そういった情報の共有はしっかり

これから行われるんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 今回、別に定める団

体につきましては従前からふれあい交流館のほうで

無料として登録している団体がほとんどのものでご

ざいますので、内容的にはやはりボランティア的な

活動をされている団体がほとんどでございます。そ

ういった中で、指定管理者のほうとの協議のほうは

進めさせていただいておりますので、その中でまた

新たに追加されるということがあればまた協議によ

って決めていきたいと思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） やはり、いついつどういう協

議を行ってこういう経過に至っておるということも

しっかり明記しておいていかないといけないかなと

いう気もしております。 

 そういった中で、利用料金を徴収するようになり

ますという一部改正ですけども、そういった中で一

部改正する利用料金を徴収するようになるっていう

ことで、協定書等における中で大きく変更されるよ

うな点はありますか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 別に定める団体、無料の団体ですがそれ以外の方

から料金を頂くということ以外に関しては大きな変

更はございませんが、一点、今回の条例の中で第１

条に趣旨がございます。そちらのほうに施設そのも

のの目的等が基本記載されておりませんでしたので、

今回この条例改正に合わせてそちらのほうの目的を

しっかり明記させていただきました。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 協定書というのはしっかりお

互いが確認して交わしていかないといけないと思い

ます。 

 今回、補正予算等にも上がってきますけども、利

用料金を徴収する指定管理者等には万が一今回のよ

うな市から休館、休業を要請するような場合、どう

いった補償をしますよとかそういったことは盛り込

まれていかない、いく、どちらでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 今のところは盛り込

む予定はございません。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御意向は承りました。これで

終わります。ありがとうございます。 

○議長（加藤弘己） 以上で17番 神谷里枝さんの

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御
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異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第29号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員です。したがって議案第29号は原案のとおり可

決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第12 議案第30号 湖西

市営住宅設置条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第30号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手全員であります。したが

って議案第30号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第13 議案第31号 湖西

市新居斎場条例の一部を改正する条例制定について

を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第31号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第31号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第14 議案第32号 湖西

市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第32号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を
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求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第32号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第15 議案第33号 湖西

市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第33号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第33号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第16 議案第34号 湖西

市都市計画審議会条例の一部を改正する条例制定に

ついてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに17番 神谷里枝さ

んの発言を許します。17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。議案第34号 

湖西市都市計画審議会条例の一部を改正する条例制

定について質疑を行います。 

 まず最初に、組織改編を行うに至った理由をお伺

いします。 

○議長（加藤弘己） 答弁をお願いします。都市整

備部長。 

  〔都市整備部長 土屋守廣登壇〕 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 都市計画審議会というのは、そもそも都市計画決

定に対する審議を行う機関となっております。国土

交通省から都市計画運用指針という冊子というか通

知文が出されておりまして、この中にちょっと長く

なりますけれども市町村が立地適正化計画について

調査、分析及び評価を行った場合にその結果を市町

村都市計画審議会に報告する義務が課せられるとと

もに、市町村都市計画審議会はその報告について市

町村に意見を述べることが可能になっていること、

それから立地適正化計画の進捗状況について報告を

求めることが可能であるなど、都市計画の作成等に

ついて受動的に審議をするだけではなく、市町村の

施策についてフォローアップを行うことも可能とい

う記載がされております。 

 今回、市では人口減少、少子高齢化の進展などを

はじめとする社会情勢の変化に対応した持続可能な

まちづくりを行っていくため、議員も御承知のよう

に平成30年度より湖西市立地適正化計画の策定を進

めてまいっております。 

 令和３年度からこの湖西市立地適正化計画を運用

していくということに当たりまして、これから都市

行政に精通した広い視野からの意見を頂くため、今

回、関係行政機関または静岡県の職員という項目を

新たに加えようとするものでございます。 

 この改正に合わせて、既に立地適正化計画を策定

済みである近隣市の状況を確認させていただいたと

ころ、都市計画審議会委員の構成において学識経験

のある者、市議会の議員及び市民を代表する者等、

それぞれの内訳人数を決めているのは湖西市本市の

みでありまして、ほかの市は総数のみの規定という

ことになってることが判明いたしました。したがい

まして、本審議会の委員の構成につきましても併せ

て見直しを行おうとするものでございます。以上と

なります。 
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○議長（加藤弘己） 17番 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

では、今のところはいいです。 

 では、２番目の学識経験のある者、市民代表の選

考基準をお伺いします。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 これまでの都市計画審議会の委員の選考方法につ

きましては、学識経験のある者として豊富な経験と

高い見識を持ち、専門領域に精通する者から選考さ

せていただいております。現在の委員の方でいきま

すと、湖西市の商業及び工業に精通する方として湖

西市商工会、社会福祉全般に精通する方として湖西

市社会福祉協議会、それから湖西市の農業に精通す

る方としてＪＡとぴあ浜松及び静岡県市町の広域的

な行政に精通する方として静岡県議会議員の方から

選考させていただいております。また、市民代表の

方につきましては湖西市自治会連合会及び浜名湖青

年会議所の方の中から選考させていただいておりま

す。 

 これからの選考方法につきましては現在検討中で

はございますけれども、社会情勢の変化に柔軟に対

応した持続可能なまちづくりを推進していくため、

従来の選考方法にとらわれることなく、また委員に

偏りが生じないような選考に努めてまいりたいと考

えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

１点目、２点目の質問を通してもう一度ちょっと質

問させていただきたいんですけども、私も今回、都

市計画審議会のメンバーです。２月３日に令和２年

度の第１回の会議が開催されまして、そこで会長の

選出等も行っておりますが、その時点では今回のよ

うなしっかり議会で審議してからでないと情報提供

ができないということかもしれませんが、今回の条

例改正について触れられることはありませんでした。

また、施行日は令和３年４月１日となっていますけ

ども、現在の任期は令和４年の５月31日までとなっ

ております。 

 これらのことを踏まえまして、どういったように

スケジュールを考えていらっしゃるのか、取りあえ

ず条例の一部改正は行っても現状で行くのか、それ

とも任期途中でも総数っていうほうに重きを置いて

見直しをされるのか、その辺お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 現在、委員の方は任期途中になっておりますけれ

ども、今回、条例改正をさせていただいて直ちに委

員の構成を変えるというものではなくて、現在、任

命させていただいている委員につきましてはしばら

く、任期中は継続していただくということで、13人

という総数の規定については変わっておりませんの

で、委員の方は任期中は任命された以上はやってい

ただくということになると思います。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしたら別に施行日が任期

いっぱいでもよかったのではないかなという気もし

ないではないんですけども、どうなんでしょうか。

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 任期でいきなり委員を替えるというよりも、事前

に条例によって改正をした上で委員の選定を行って

いくという形を取りたいということで、今回、改定

をさせていただいております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました、御答弁ありが

とうございます。これで終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で17番 神谷里枝さんの

質疑を終わります。 

 続いて９番 楠 浩幸君の発言を許します。９番 

楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸です。私のほ

うからも議案第34号についてお伺いをしたいと思い

ます。 

 ２点ほど通告をさせていただいておりますけれど

も、２点目の審議会の委員の選出についてはおおむ

ね理解ができましたので取り下げて１つ目だけ伺い

たいと思います。 
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 委員の構成につきましてですけれども、学識経験

のある者に加えて関係行政機関または静岡県の職員

というふうに追加がされているわけなんですけれど

も、私の理解不足かよく分からないんですけども、

こういった関係行政機関の方ですとか静岡県の職員

というのは学識経験者の中に含まれるんではないか

というふうに思っていたわけなんですけれども、そ

のあたりはいかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

  〔都市整備部長 土屋守廣登壇〕 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議

会の組織及び運営の基準を定める政令がございます。

その第３条２項に、学識経験のある者及び市町村議

会の議員の中から市町村長が任命する者のほか関係

行政機関もしくは都道府県の職員または当該市町村

の住民のうちから市町村長が任命することができる

となっております。 

 学識経験のある者につきましては、先ほどの神谷

議員にも答弁させていただいたとおり、豊富な経験

と高い見識を持ち、専門領域に精通する方というふ

うに考えております。それから今回追加になります

関係行政機関または静岡県の職員につきましては、

都市計画や道路交通などに精通した方を想定させて

いただいております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今の御答弁でますます分かり

にくくなったんですけども、関係行政機関の方です

とか静岡県の職員は豊富な学識を持っておられる

方々に包含されるんではないかっていうふうに思う

わけなんですけども、これはちゃんと区別がしてあ

るものなんですか、そこだけ確認して終わります。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 明確な区別というとなかなか難しいところがござ

いますけれども、関係行政機関または静岡県職員と

いうところでいくと、他市の事例とかも見ますとや

はり関係行政機関は警察の関係とか国の関係、国土

交通省が主になると思いますけれどもその方とか、

それから静岡県の職員というと県で行けば土木事務

所の方になっておりまして、学識経験というとやは

り商工会とか大学の教授、それから福祉の団体の方

などを想定しているもんですから、そのあたりにつ

いてはやはり行政の関係と別の団体の方とは分けさ

せて考えていくということで、政令にもそういう形

で書かれているということも踏まえて今回は分けて

決めさせていただいております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 分かりました。より鮮明、専

門性を明確にしてこれからまた湖西市の新しい総合

計画が策定される中で、こんなまちにしたいという

のがある程度明確になったところでまた改めて人選

をされていくのかなというふうに推察をします。期

待をしておりますので、よろしくお願いします。 

 以上で質疑を終わります。 

○議長（加藤弘己） 質問の途中ですが、ここでお

昼の休憩を取りたいと思います。 

 竹内議員、次よろしいですか。 

○13番（竹内祐子） はい。 

○議長（加藤弘己） 再開は午後１時00分とします。

13時00分です。よろしくお願いします。 

午後０時01分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 午前中に引き続き、議案第34号の質疑を行います。

竹内祐子さん、どうぞ。 

  〔13番 竹内祐子登壇〕 

○13番（竹内祐子） 13番 竹内祐子です。先ほど

に引き続き、議案第34号の質疑をさせていただきま

す。 

 通告してあるものは、関係行政機関または静岡県

の職員を新たに加えようとするが、湖西市独自のも

のが消されるおそれはないか、加えることのメリッ

ト、デメリットを伺います。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長、答弁をお願い

します。 

  〔都市整備部長 土屋守廣登壇〕 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 
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 今回の改正につきましては、主に関係行政機関ま

たは静岡県の職員を加えるということですので、減

らすということは明記いたしませんので、湖西市独

自のものが消されると、湖西市独自のものが何を示

すのかということはあるとは思いますけれども、消

されるおそれというのはないと考えております。 

 加えることのメリット、デメリットにつきまして

は、先ほどの答弁にもお伝えしましたけれども、都

市計画や道路交通等に精通する関係行政機関の職員

が委員に加わっていただけることによって、より専

門的かつ中立的な立場で御意見をいただけることが

期待でき、人口減少や少子高齢化の進展など社会情

勢の変化の中で新たな都市計画決定、または都市計

画決定の変更を審議する際により的確な審議が行え

ることが期待されると考えております。デメリット

につきましては、今回加えるということもありまし

て今のところデメリットはないものと考えておりま

す。以上です。 

○議長（加藤弘己） 13番 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 私は、先ほどから部長がこの

メンバーを加えるということの理由を国土交通省か

らの運営指針が示されて、市町のフォローアップを

するようにそういう専門的な人たちを加えるといい

よっていうのが入ってきたからっていうので、湖西

市が目指している持続可能なまちづくりを推進する

ために都市計画行政に精通した人を追加したいから

入れたっていうのはそのとき伺ったので十分理解し

ました。 

 このことっていうのは、早い話が今立地適正化計

画をつくっていて、やっぱりその立地適正化計画を

推進するためにこういう行政に精通した人を加えて

湖西市のまちづくりを目指していきたいっていう考

えなのかなと、まずそこを一回確認したいと思いま

す。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 立地適正化計画の策定が今回の改正の契機であり

ます。ただ、都市計画決定というのは昔から行って

おりまして、これから湖西市をより発展させていく

ため、持続可能な発展をさせていくためにはより俯

瞰的に見ていただけるような都市計画の専門的な委

員、今までも専門的な委員っていう言い方ですとち

ょっと足りなかったかなというところもございまし

て、今回、国の指針にも制令にもあります静岡県の

職員の中で都市計画に精通した職員とか警察の方と

かを入れてより慎重な審議が諮れるような形を取り

たいと考えておりまして、今回の改正をさせていた

だくということになっております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） このことでメリットの部分は、

そういう人たちの意見を聞けば中立的な立場に立っ

てしっかりと物事を判断してくれて、湖西市のため

になるアドバイスをしてくれるという先ほどのメリ

ットの説明でしたよね、私もそれを希望します。私

は反対に、そういう人たちが入ってしまったら国や

県の言いなりみたいになっていくまちづくりがされ

るのではないかっていうふうに反対に心配したもん

ですからその質問をしたわけです。 

 もう一つ、早い話がこの審議会メンバーの委員が

13名ですよね。そこに入っていくんですけれども、

結局今までの人たちの構成割合、もしこんなふうに

割合を決めていきたいっていう考えがあったら教え

ていただきたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 現在、各項目ごとに委員の数を決めておりますけ

れども、今回の改正ではその項目ごとの委員の数は

撤廃しまして総数13名というのは変わらずというこ

とになりますけれども、実際には今回委員の関係行

政機関とか県の職員とか加わりますけれども、それ

について誰かが減るとかっていうことは現在のとこ

ろは考えておりませんで、今後の委員の構成を今後

検討していきますので、その中でより審議が適切に

行えるような委員の構成を考えていきたいと考えて

おります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 湖西市のまちづくりになって

いくことですので、やはりしっかりと湖西市の市民

の代表、そういうものをバランスよく取り入れてい

ただきたいと私は思っております。 
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 以上で質疑を終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で13番 竹内祐子さんの

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第34号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第34号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第17 議案第35号 湖西

市火災予防条例の一部を改正する条例制定について

を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略します。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第35号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手全員であります。したが

って議案第35号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第18 議案第36号 湖西

市環境センター基幹的設備改良工事及び長期包括運

営委託事業の契約締結についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに17番 神谷里枝さ

んの発言を許します。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。議案第36号 

湖西市環境センター基幹的設備改良工事及び長期包

括運営委託事業の契約締結について質疑を行います。 

 まず最初に、公募型プロポーザル方式で公募が行

われましたが、応募件数をお伺いします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長、答弁をお願いしま

す。 

  〔環境部長 川上惠資登壇〕 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 公募プロポーザルでの応募は、落札者となった１

件のみでございました。 

 一般廃棄物焼却炉における基幹的設備改良工事に

おきましては、設置プラントメーカーに受注するこ

とが非常に多くなっております。しかし、設置プラ

ントメーカー以外の事業者が選定される例もあり、

競争性を担保した上で事業者選定を実施することが

重要であると考えております。 

 今回の事業者選定におきましても十分に競争性を

担保した上で、優れた提案を事業者から引き出した

上で本議会への提出に至っていると考えております。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 17番 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

こういった設置プラントメーカーが大体は応募する

ところが多いけども、十分競争性に配慮して行いま

したよで１件のみでしたという御答弁、分かりまし
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た、ありがとうございます。 

 では２点目に移ります。募集要項における基準金

利を0.031％から0.038％に修正されましたけども、

その理由をお伺いします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 今回の公募における基準金利は、公募日である令

和２年４月６日における共同通信社より東京時間午

前10時にテレレート１万7,143ページにＴＯＫＹＯ 

ＳＷＡＰ ＲＥＦＥＲＥＮＣＥ ＲＡＴＥとして発

表される６か月ＬＩＢＯＲベース10年物、円金利ス

ワップレートの中間値により算定した金利と規定さ

せていただきました。こちらはとても複雑で、専門

家でなければ把握が難しい金利になっているため、

具体的金利を質問事項として市が受けました。事務

局におきましてウェブサイトにて確認を行い、

0.031％と一旦は回答いたしましたが、後日、誤り

があることに気がつき、正しい値である0.038％と

修正回答をしたものでございます。以上でございま

す。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

大変複雑な資料の中で見るべきところを見誤ったっ

ていう失礼な言い方になって申し訳ないですけども、

まずはそういうことでよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） 誠に申し訳ありませんが

そのとおりでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。湖西

市としても初めてＰＦＩ導入によるこう契約ってい

うほうに行ったものですから、職員の方も大変御苦

労なさっておられたと思います。正式な契約の前に

こういったことが判明して、かえってよかったのか

と思います。 

 今後、湖西市としてまたＰＦＩ方式を導入すると

かいろいろあると思いますので、今回の経験を本当

に以降にも生かしていただければと思いますので、

情報共有をよろしくお願いしまして私の質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で17番 神谷里枝さんの

質疑を終わります。 

 続いて５番 福永桂子さんの発言を許します。５

番 福永桂子さん。 

  〔５番 福永桂子登壇〕 

○５番（福永桂子） ５番 福永桂子です。議案番

号、先ほどに続きまして36号を質問させていただき

ます。 

 まずは、長期間の契約になりますけれども契約先

の経営状況の変動による影響も考慮していらっしゃ

るのでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長、答弁をお願いしま

す。 

  〔環境部長 川上惠資登壇〕 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 ＰＦＩ契約におきましてはＰＦＩ事業のみを実施

することを目的とした特別目的会社を株式会社とし

て設立させ事業実施させることが通例となっており

ます。 

 この特別目的会社は、優先交渉権を得た提案グル

ープが出資して設立することとなり、今回は代表企

業である荏原環境プラント株式会社が100％出資し

た株式会社こさいＥサービスが設立され、同社との

契約を予定しております。 

 株式会社こさいＥサービスの経営状況に応じて、

親会社である荏原環境プラントからの支援体制が整

えられております。さらに、最終段階として金融機

関主導による代替企業への引継ぎの体制を取れるよ

う融資予定金融機関との直接協定を用意しておりま

す。これらの手法により、湖西市の一般廃棄物の安

定処理を図ってまいりたいと考えております。以上

でございます。 

○議長（加藤弘己） ５番 福永桂子さんどうぞ。 

○５番（福永桂子） 特別目的会社を設立するとい

うことですね、利潤というか利益は追求しないとい

うそういうことだと解釈しました。 

 ただ、大変改良工事と運営期間を入れますと23年

間という長い長期にわたる契約になるわけですけど

も、大体ＰＦＩはおおむね長期になるのが必然的な

部分もあるんですけども、それでもやはりこの長期
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にわたる契約のメリットは言えないかもしれない、

デメリットというのは湖西市にとってあるのでしょ

うか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えさせていただきま

す。 

 メリットといたしましては、通例、直接市が運営

した場合には修繕料等を大きく出費する場合とそう

でない場合というような、出費支出が上下すること

が非常に変動が大きくなります。ＰＦＩを利用する

ことによって、それが平準化して支払い等も一定で

23年間行けるというのが大変大きなメリットだと考

えております。 

 デメリットにおきましては大変長い期間になりま

すので、その辺のことは心配されるかもしれません

が、先ほど申しましたとおり親会社である荏原環境

プラントと支援体制も４段階に分けていろいろ計画

をしてございます。最終的には、先ほど申しました

とおり金融機関が入って事業主を交代させるという

ようなことまで今回の契約の中には入っております

ので、デメリット的にはあまりないというふうに今

のところは考えてございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） その支援体制を４段階に分け

てるとおっしゃってるんですけども、そのところで

最初の時点で23年間、物価も上がるでしょうし人件

費も上がるでしょう、でも一応契約金を固定させた

というふうなことだと思うんですけども、その間に

契約金の見直し条項とかそういうものを入れていく

というそういう意味ですか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 今回の契約の中に、既に人件費でありますだとか

燃料費、今の基準、どこまでは契約は変わりません

よというところはうたってありまして、それ以上、

上下した場合は、当然高くなる場合もありますが安

くなった場合も変更するということで契約の中でう

たわせていただいております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 分かりました、よろしくお願

いします。 

 そして最後なんですけども、契約時にリスク分担

表のようなものを交わしていらっしゃるのか、これ

からそういうものを交わそうとされるのか、その辺

はお聞きしたいです。例えばＰＦＩ等なんかで運営

が傾いたとき、そういう危険もあるわけですよね。

民間は必ず倒産というリスクを抱えておりますし、

今回の場合は利益を上げないということで行政と契

約会社の信頼性を高めるっていうところがうまくい

けばよろしいのかなとは思うんですけれども、何か

やっぱり必ず問題点とか改善点が出てくると思うん

ですね、この長期期間の契約の中で。そんなときに

問題が起これば、お互いさまでやりましょうねとい

うようななあなあなことにならないように、どちら

が責任を取るのかというふうなことをリスク分担表

みたいなのをつくって、マル・ペケ式でもいいんで

すけどはっきりさせておくということが必要になっ

てくるんじゃないかなと思うんです。 

 なぜこれを言っているかというと、つい最近どこ

とは言いませんけど奈良県のほうで、結局、焼却炉

が長期にわたって原因不明でストップしてしまった

ことがあるんです。そのストップしたときに何も決

めていなかったので、どちらがどうするかとペナル

ティーを決めてなかったんです。だからすごくもめ

たというようなこともあるので、そういうことにな

らないように予防的な措置の一つとしての責任の在

所をはっきりさせるというそういうリスク分担表は

考えていらっしゃるのかなと思ったんですけど。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 今の契約の中でもリスクの分担は既にしてござい

ます。こういった場合には事業者が持つ、例えば今

回の改定に関わらないところで事故が起こった場合

については市が持つというような、そういう決めに

ついてはもう既にしてありますということでお答え

させていただきます。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 具体的なことはここでは聞き

ませんですけれども、しっかりとそういうリスク管

理というのは契約時にもされていないといけないな
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っていうことをお願いしたいなと思っています。 

 では次の２番目の質問ですけれども、施工管理等

のモニタリングは予定されていますか、またどのよ

うに行う予定でしょうか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 今回の事業の実施に当たりまして、事業者にはセ

ルフモニタリングとして自らのチェック体制を整え

てもらいます。これに加え、市職員による日常的な

確認として報告書のチェックや現場確認を実施し、

専門的な分野となる財務諸表のチェックや機器類の

メンテナンス状況確認などは廃棄物コンサルタント

によるモニタリング業務として委託を行い、三者に

よる万全な体制で臨んでいくという予定でございま

す。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 三者によると、客観的な第三

者の目を入れるということで、それは専門的とかコ

ンサルティングの方とかそういう方が入られるとい

うことですか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） 来年度以降、委託を予定

してございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） すごく大事な点だと思います

ので、しっかりチェックがかかることが大切と思い

ます。 

 それで日常の管理、確認をしっかりしていくとい

う言葉が行政から聞かれたことは大変いいことだな

と思っています。形式的なモニタリングになってし

まわないように、やはり行政の心構えみたいなのも

必要と思うんです。その点についてはどのようにお

考えになっていますか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 改修が終わった後でも今の廃棄物対策課は今の場

所にとどまる予定でございますので、現場のすぐ横

というか中に廃棄物対策課がございますので、日常

の業務については目の届く範囲で管理ができるとい

うふうに考えてございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） しっかりやっていただきたい

なと思います。やっぱり一番とても大事だと思うの

は、改善点とか問題点が出てきたときにやっぱり民

間と一緒になって課題解決に取り組むという姿勢だ

と思うんです。 

 それともう一つ、民間はほとんど担当は替わって

こないと思うんですけど、行政の中はもちろん担当

がころころ替わっていくと思いますので、そのとき

にモニタリングチェックのノウハウや質が落ちない

ように、必ずきちんと引継ぎをしていくということ

をお願いしたいなと思います。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で５番 福永桂子さんの

質疑を終わります。 

 続いて２番 加藤治司君の発言を許します。２番 

加藤治司君。 

  〔２番 加藤治司登壇〕 

○２番（加藤治司） ２番 加藤治司です。同じ議

案第36号ですけども、今回こさいＥサービスの契約

金が約194億円と高額でありますけど、その契約金

の精査はどのような方法で実施したのか参考のため

に教えてください。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

  〔環境部長 川上惠資登壇〕 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 今回の契約に当たりまして、平成29年度より廃棄

物コンサルタントである一般財団法人日本環境衛生

センターへ委託業務で事業費の概略、費用対効果な

どを検証してまいりました。その結果、事業費の上

限額を定め事業者選定を行い優先交渉権者の選定に

至りました。優先交渉権者との契約交渉におきまし

ても、同じく一般財団法人日本環境衛生センターの

助言の下、契約内容を精査して仮契約に至っており

ます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 答弁ありがとうございました。

今の答弁だと、日本環境衛生センターですか、そこ

のコンサルを受けて進めてきて契約も進めたという

ことで、めったにない仕事で、中身も相当高度な知
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識が必要だということでそういうコンサルを利用さ

れたということで分かりました。 

 ２番目ですけども、基幹的な設備改良工事と長期

の包括運営委託事業、大きくその２つに契約が分か

れてますけども、その概略金額をできましたら教え

てください。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 今回の事業費の内訳といたしましては、令和３年

度から令和５年度の基幹的設備改良工事として約62

億円、令和３年度から令和25年度までの23年間に及

ぶ長期包括運営事業として約132億円、合わせて194

億円超の契約金となっております。 

 また、国からの交付金、補助金は焼却施設に関し

まして環境省所管の二酸化炭素排出抑制対策補助金

として約22億円、リサイクルプラザの長寿命化に関

しまして同じく環境省所管の二酸化炭素排出抑制対

策交付金として約３億5,000万円、汚泥受入れ設備

に関しまして、国土交通省の社会資本整備総合交付

金として１億6,000万円、合計27億円余りの交付金

を見込んでございます。また、市債といたしまして

は約30億円を見込んでおります。 

 ちなみに交付金、補助金の対象となりますのは工

事のみで、長期包括運営事業に関しましては、市一

般財源により対応してまいります。以上でございま

す。 

○議長（加藤弘己） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） ありがとうございました。設

備のほうで62億円、あと運営のほうで132億円、国

からの補助金が27億円程度ということで、そうする

と実質的には194億円から27億円、167を20年で割る

と約年間６億円、23年、ということは約月々5,000

万円程度の運営費が発生するということで、そこら

辺が一般財源から拠出されるということは、今の浜

松市のほうへ委託してるのが幾らか、ちょっと私今

記憶にありませんけども、そういうものに比べても

ＰＦＩ事業で進めてる今回の総費用はメリットがあ

るということで考えていいんですか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 実は、建設費については先ほど言ったならすとい

うような形で平均させていただきますが、長期運営

のほうにつきましては来年度からリサイクルプラザ

の運営が始まります。焼却施設につきましては、令

和６年度、令和５年度中からになりますので令和３

年から５年間の３年間とそれ以降の20年間につきま

してはちょっと違った金額といいますか、令和６年

度からのほうが大きな金額というような形で分割を

させていただいております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 実際に稼働して運営が始まっ

たときのほうがそれは費用が多めに発生するという

理解をしました。２番は了解しました。 

 ３番ですけども先ほどの議員と同じような内容に

なりますけども、全てこういう連続稼働するものに

ついては長期的な補修とか機械の故障とかそういう

ものは必ず発生すると思うんですけども、そういう

ときにあまり長期になりますとごみがたまって非常

に大きな問題になると思うんですけども、そういう

長期的な停止、理由はとにかく長期的に稼働できな

いときの対応策というのは包括契約の中に含まれて

いるでしょうか、それをお聞きしたいです。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 リスク管理におきましては、事業者募集における

要求水準書等で市と事業者のリスク分担を図ってお

ります。 

 焼却施設に関しましては、保守点検はもちろん機

器部品類につきましても修繕費や故障時の復旧費用

は事業費に含まれております。したがいまして、事

業者が性能要求を満たしていない場合の対応として

受入れができない処理対象物をほかの廃棄物処理場

まで運搬し、処理する費用は全て事業者の負担とし

てございます。 

 また、自然災害や長期における停電など不可抗力

により処理ができない場合の代替措置にかかる費用

は、市が負担することとなっております。以上でご

ざいます。 

○議長（加藤弘己） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） いろいろ細かく契約の中に入
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っているということで安心しました。 

 今後の中で、予測としてどのぐらい市内全体のご

みが持ち込まれて、それが処理されないので行くと

何日、例えば１週間ぐらいは挽回可能であるとかそ

ういうのもまた検討していただいて、いろいろリス

クに備えるっていうかそういうことを明確にしてい

って、管理運営上のリスクをなくしていっていただ

きたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で２番 加藤治司君の質

疑を終わります。 

 続いて11番 吉田建二君の発言を許します。11番 

吉田建二君。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 

○11番（吉田建二） 11番 吉田建二です。今まで

に同僚議員の質疑に対する答弁で大方を理解いたし

ましたが、１つ確認をさせていただきたいと思いま

す。 

 私は契約額の内容についてということで、今の答

弁いただいた中で基幹的設備の改良工事の金額だと

か長期包括運営委託の事業費は分かりました。もう

少し大ざっぱな金額で結構ですけども、それぞれの

改良工事の内訳、こんなもんとこんなもんがありま

すよとか、あるいは包括についても最初の部分とか

その後の20年間とかいろいろ大ざっぱに分かれてい

くと思います。参考資料の99ページにも資料がある

もんですから、そこら辺とちょっとにらめ合わせな

がらそこら辺の内容についての説明がいただければ

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

  〔環境部長 川上惠資登壇〕 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 99ページの内訳と少し違っているかもしれません

が、基幹的設備改良工事約62億円の内訳といたしま

して、大きく分けまして焼却炉の再稼働工事として

約50億円、リサイクルプラザの延命化工事として約

８億円、汚泥を混焼するための汚泥供給設備に約４

億円となっております。 

 長期運営の委託約132億円の内訳といたしまして

は、先ほども前議員のところで申し上げました令和

３年度から令和５年度までの３年間につきましては

年間約２億5,000万円、それから焼却炉も稼働する

こととなります令和６年度からは20年間約６億

2,000万円となっております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 内容よく分かりました。了解

をいたします。 

 これで質疑を終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（加藤弘己） 通告された質疑は以上です。

ほかに議案に対して質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第36号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員です。したがって議案第36号は原案のとおり可

決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第19 議案第37号 令和

２年度浜名湖西岸土地区画整理事業に係る河川付替

工事（５工区）の契約の一部変更についてを議題と

いたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御
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異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第37号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第37号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第20 議案第38号 市道

の路線の廃止についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第38号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第38号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第21 議案第39号 湖西

市基本構想の策定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに10番 佐原佳美さ

んの発言を許します。10番 佐原佳美さん。 

  〔10番 佐原佳美登壇〕 

○10番（佐原佳美） 10番 佐原佳美でございます。

議案第39号 湖西市基本構想の策定について質問い

たします。 

 質問の要旨です。2040年の湖西市の理想の姿を示

す１、ＫＯＳＡＩ2040はじめ４、土地利用構想まで

の内容は多くの議員がこれまで一般質問等で提案し

てきたものですが、遅々として進まなかった課題で

もあります。実践計画で具体的取組が示されると思

いますが、４、土地利用構想の最後にのみ具体的な

方針については次の計画により示しますと５つの計

画が記載されております。ほかの１から３のそれぞ

れの計画が記載されていないのはなぜでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

  〔企画部長 鈴木 徹登壇〕 

○企画部長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 土地利用構想につきましてはひとの交流、自然と

の共生、業（わざ）の創造を基本とし、地域の特性

を活かし中長期的な視点から土地利用のあるべき将

来像を示しております。土地の利用、開発、整備に

ついては都市計画法等の法令や基準等の制限が多く、

法令などに基づいてより具体的に策定している計画

を記載し、詳細について案内をしております。 

 １のＫＯＳＡＩ2040については、理想とする将来

像、理念を示した部分です。２のＲｏａｄ ｔｏ 

ＫＯＳＡＩ2040は、持続可能な発展につながるまち

づくりを進めるためのキャッチフレーズでございま

す。３番は将来人口ビジョンとなります。 

 １から３までのパートについては、市政全般にわ

たり計画を絞り込むということはなかなか難しいこ

とから、施策との関連をより明確にするため、実践

計画の中で個別の計画を明記する予定でおります。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございます。２、

３につきましてはなかなかキャッチコピーとか人口

ビジョンというものについては計画というような形
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のものは示しにくいとは思います。それと実践計画

のほうも資料として議員としていただいております

ので、その中にそれぞれあるのかなということは先

ほど前置きもしましたが、見てみました。 

 基本構想の内容は今申し上げたとおり、市の課題

解決に向けた構想で異論を唱える内容は一つもあり

ません、もちろん。１のＫＯＳＡＩ2040の安心して

暮らすことができるまちの実践計画を見ますと、

2021年から2025年までの１期の重点施策、重点基本

事業は公共交通とされています。これは今基本構想

のことでありますけれども、実践計画で示すという

ことなのかなと思って見ておきましたが、公共交通

と示してありました。１期最後の2025年は団塊の世

代が全て75歳を超えるときです。そして、総合計画

最終年の2040年は高齢者人口がピークで、その後、

高齢者数の減少が始まるときです。高齢者が安心し

て暮らせるまちづくり地域包括ケアシステムは、

2025年までに構築することが急務です。かつて2015

年問題と言われて、団塊の世代の方たちが65歳を迎

えるときがすごく高齢者の問題が噴出するんであろ

うと思われておりましたが、おかげさまで日本国民

の健康寿命というのが延びて65歳ではそれほど大変

な介護状況ではなく、その10年後の後期高齢者の75

歳の2025年に今焦点が当たっているわけですけれど

も、その部分で見ますと実践計画の中で地域包括ケ

アシステムは認知症の方の保護活動、オレンジネッ

トワーク登録のみを基本としてＫＰＩの評価の対象

としていますけれども、これはとても違和感を禁じ

得ません。また、災害意識に関しても南海トラフ巨

大地震や豪雨災害はいつ起きても不思議ではない状

況の現在、危機感を感じている構想が見えません。 

 基本構想といえども、リアルな記述が必要に思い

ますが、理念ですとおっしゃられましたけれどもこ

ういうところで示すということはあってもいいかと

思うんですけど、再度、同じ繰り返しになるかもし

れませんが御意見ありましたらお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 基本構想部分につきましては、皆さんのお考えの

中ではよりもう少し細かくあったほうがいいんじゃ

ないかとか、理念とか各計画の主軸になる部分です

のであまり細かくなくてもいいんじゃないかとかそ

れぞれいろんな御意見があるとは思いますけども、

まずはうちの基本構想、その部分については中心と

なる部分、理念とかキャッチフレーズとかあと一番

大事な人口ビジョン、その辺に焦点を当ててまとめ

ております。細かい部分については、実践計画の中

でまた絞ってまいりたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ぜひともよろしくお願いいた

します。 

 実践計画では施策にＳＤＧｓの17のゴールを照ら

し合わせて示しています。そこに記載されているよ

うに、実践計画のほうの資料ですけれどもＳＤＧｓ

は2030年が達成期限です。この総合計画も早期に構

想が実現できるよう期待しておりますので、詳細な

計画を実践計画で立てて進めていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（加藤弘己） 以上で10番 佐原佳美さんの

質疑を終わります。 

 続いて９番 楠 浩幸君の発言を許します。９番 

楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○議長（加藤弘己） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

私のほうからも議案第39号です。基本構想について

お伺いしたいんですけれども、本来この議案につい

ては付託議案ですので私のほうからは、中身は付託

をされておりますので総務経済委員会のほうでしっ

かりと審議をしていただきたいと思いますけど、そ

もそものお話を伺いたいと思います。 

 平成23年に地方自治法が改正をされて、策定が任

意となった総合計画の策定ですけれども、あえて今

回また策定をされるっていう目的についてお伺いを

したいと思います。お願いします。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

  〔企画部長 鈴木 徹登壇〕 

○企画部長（鈴木 徹） お答えをいたします。 
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 地方自治法の改正に伴いまして、現在では基本構

想の策定が地方公共団体の自主的な判断に委ねられ

ることになっております。改正当時、多くの自治体

で総合計画の必要性について議論をしたと認識をし

ております。現在、様々な個別計画が多く策定する

中、各自治体において市の総合的かつ計画的なまち

づくりの主軸となる計画の必要性を認識し、地方自

治法改正後も多くの自治体で総合計画を策定してお

ります。本市におきましても職住近接をより一層推

進し、持続可能な発展につながるまちづくりを進め

るための最上位計画としての位置づけとなる総合計

画の策定をしてまいりたいと考えております。以上

でございます。 

○議長（加藤弘己） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 御答弁あったように各種の個

別の計画がありますけれども、ひいては最上位にあ

る総合計画に基づいて個別計画が組み立てられてい

くということで理解をいたしました。 

 ２つ目の質問に移りたいと思います。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） 先ほど同僚議員からも2030年、

2040年というような年号があったわけなんですけれ

ども、目指す姿を2040年に設定したというその根拠

をお伺いしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 右肩上がりの社会経済情勢から人口減少、少子高

齢化へと社会の環境が変容する中、どこにターゲッ

トを設定するか検討いたしました。2040年は人口層

の厚い団塊ジュニア世代が65歳以上となり、高齢化

のピーク期を迎え、労働力不足の深刻化、年金・医

療など社会保障費の増大が予測され人口構造、社会

構造の転換期と言われております。 

 今回の総合計画は人口減少、少子高齢化対策をメ

インテーマとしておりますことから、現在と大きく

生活、社会が変わる2040年を見据え、今から何をす

べきかを計画していく構成としております。人口の

数字だけにとらわれずに、目指す姿に近づくよう計

画を実行していきたいと考えております。以上でご

ざいます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） やはり人口減少、少子高齢化

の節目というふうに言われているわけなんですけれ

ども、それが湖西市にとってどのような影響になる

のか、それについてこれから個別の計画が立てられ

ていくんだろうとは思いますけれども、そこの根幹

となるこの少子高齢化、人口減少によってどういう

社会になるから基本構想に述べられている社会を

2040年までにつくらなきゃいけないんだっていうよ

うなそういう思いですとか覚悟を含めてお話を頂け

ればありがたいです。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） 先ほどの話と一部重なる

部分もあるんですが、やはりこの2040年、団塊のジ

ュニア世代が一斉に65歳以上ということで、当然そ

れに合わせて、当然その方たちの年金の原資であっ

たり生活していく部分、そういったものを若い世代

で支えていくということで、あらゆる部分にそこの

高齢化問題というのが影響してくると。そういった

ことを当然本市は働くまちというイメージも非常に

大きくて工場なんかも多いところなんですが、やは

りそういったところの労働力の不足っていうのも、

減ってくれば当然本市の財政にも大きな影響が出て

くるということで、この団塊ジュニア世代、65歳以

上となる2040年、ここが及ぼす影響というのは単に

高齢化という部分だけでなくて非常に市政全般に影

響を及ぼしてくると。それを少しでも解決するため

には、やはり今職住近接をやっておりますが湖西市

を選んで住んでいただく、湖西市に若い世代に来て

いただいて子供さんを育てていただいて、またその

子供さんが湖西市で働きたいと思ってもらえるよう

な市をつくっていくことがやはり湖西市をこれから

も持続可能なまちとしてつなげていくと、そういっ

たことからもやはりこの2040年というのが一番の節

目として捉えて、そこまでに少しでも人口減少を抑

えていく、減少幅を少なくしていく、人口が減って

いくというのはこれは日本中確実に分かってること

ですので、その減り具合を少しでも解消していくそ

のための計画ということで立てております。以上で

ございます。 
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○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 分かりました。もちろん高齢

者の皆さんにも住みやすいまちであらないといけな

い、だけれどもそこを下支えをしてくれる若い世代

がしっかりと湖西市に根づいてもらって住み続けて

もらうための基本構想っていうふうに理解をすれば

よろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） そのように捉えていただ

いていいと思います。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） よく分かりました。大分これ

から個別の計画とか立てられるかと思いますけれど

も、そこの人口減少、少子高齢化はもとより若い世

代の皆さんに根づいてもらうための計画、立案、し

っかりと期待をしておりますんでよろしくお願いし

ます。 

 以上で私の質疑を終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で９番 楠 浩幸君の質

疑を終わります。 

 質問の途中ですが、ここで休憩を取りたいと思い

ます。竹内議員、よろしいでしょうか。 

○13番（竹内祐子） はい。 

○議長（加藤弘己） それでは、暫時休憩といたし

ます。再開は14時15分とさせていただきます。 

午後２時04分 休憩 

───────────────── 

午後２時15分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 引き続き、議案第39号の質疑を行います。竹内祐

子さん、どうぞ。 

  〔13番 竹内祐子登壇〕 

○13番（竹内祐子） 13番 竹内祐子。議案第39号

について質問をいたします。 

 １つ目、それぞれの理想の考え方、安全・安心な

まちづくりの中でまちづくりを自分ごととして考え

とうたっていますが、どのような検討をしてこの表

現に至ったのかお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

  〔企画部長 鈴木 徹登壇〕 

○企画部長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 議員御指摘の箇所でございますが、理想の姿「安

心して暮らすことができるまち」に向けて考え方を

示したパートになります。「まちづくりを自分ごと

として考え、防災・防犯を意識した安全・安心なわ

がまちを実現します」と記載しております。 

 総合計画の策定に当たり、市民ワーキンググルー

プ、総合計画審議会等でいただいた御意見の中に、

行政の助けである公助、地域のつながりの共助だけ

でなく、自分の身は自分で守るという自助の意識の

重要性、また防災・防犯の分野だけでなくまちづく

りはそこに暮らす住民が自分ごととして考えること

が重要との御意見をいただきました。 

 市民ワーキンググループや総合計画審議会、また

会議以外にも書面による意見聴取等を経て、「住民

の手によるまちづくり」や「わがまちに愛着が持て

るよう自らの行動を」などの意見を伺い明記するこ

ととしました。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 13番 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 立派な人たちが集まったとこ

ろからの御意見をいただいて、まちづくりは自分ご

ととして考えていきましょうというふうにまとめた

ということでした。それが本当に実践できるように

なるといいと思います。 

 ２番目、土地利用構想の土地利用の基本方針、自

然との共生の内容を考える上で、太陽光パネル設置

による自然・景観破壊についての議論はされたのか

どうか伺います。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 土地利用構想では、拠点となる地域やエリアを設

定し、ひとの交流、自然との共生、業（わざ）の創

造の基本方針を定めております。 

 議員御指摘の自然との共生のパートでは、自然景

観に配慮したまちづくりや自然資源を活用したまち

づくりなどをうたっております。こちらは全体的な

土地利用の基本方針ですので、太陽光パネルの設置

といった個別具体な事案については記載をしており

ません。 
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 市民ワーキンググループや総合計画審議会におい

て太陽光パネル設置の問題点は定義され、議論もい

たしました。その上で、豊かな自然環境を保全して

いくといった基本的な考え方として反映をしており

ます。 

 なお、太陽光パネルの設置については条例化を含

めて現在検討しているところであります。以上でご

ざいます。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 話合いの中で、湖西市の豊か

な自然を守っていくという話合いがしっかりされて

いたということで、今後、太陽光パネル設置につい

ての条例もできてくるということですので、そこは

期待したいと思います。 

 分かりました、以上で私の質疑を終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で13番 竹内祐子さんの

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は総務経済委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第22 議案第40号 令和

２年度湖西市一般会計補正予算（第11号）を議題と

いたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに10番 佐原佳美さ

んの発言を許します。 

  〔10番 佐原佳美登壇〕 

○10番（佐原佳美） 10番 佐原佳美でございます。

議案第40号 令和２年度湖西市一般会計補正予算

（第11号）について質問させていただきます。 

 最初に歳出の自治会費、宝くじ助成事業の一部不

採択の理由は。建設補助金250万円を受けられなか

った自治会の事業内容を教えてください。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

  〔市民安全部長 小林勝美登壇〕 

○市民安全部長（小林勝美） お答えいたします。 

 令和２年度におきましては、２つの自治会より要

望のありました一般コミュニティ助成事業につきま

して、静岡県を通して自治総合センターへ申請を行

い１事業が採択、１事業が不採択という結果でござ

いました。 

 不採択の理由でございますが、申請内容に問題が

あったわけではなく、自治総合センターの補助金の

枠の関係から例年申請に対しまして半分程度の採択

となっているものでございます。 

 今年度、不採択となった自治会と事業内容につき

ましては白須賀第６自治会の山車の整備であります。 

 なお、この事業につきましては令和３年度の採択

に向けて湖西市の実施優先順位１番目の事業といた

しまして、令和２年９月に静岡県を通しまして自治

総合センターに対して既に助成の申請を行っている

ところであります。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 分かりました。令和３年度に

は採択の枠に入るといいなと思います。 

 では次、歳出です。民間保育所助成事業費の保育

対策事業費960万円の増額補助の内容を病児保育開

始費用、国の単価改定それぞれの説明をお願いいた

します。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 保育対策事業補助金960万円は、保育対策事業へ

の補助金600万円と保育環境改善等事業への補助金

360万円でございます。 

 保育対策事業は国が定める要綱に基づき、民間保

育園及びこども園が実施する延長保育や一時預かり

保育、病児保育等の事業に対して補助するものでご

ざいますが、国の要綱の一部改正により一時預かり

保育の補助基準額が増額となったこと、そして今年

度は実施しない予定でございましたなぎさ保育園と

吉美風の子保育園の病児保育が実施できることにな

ったことにより増額をするものでございます。 

 また、保育環境改善等事業は、国の第３次補正予

算に伴う新型コロナウイルス感染症対策として、マ

スクやアルコール消毒液といった衛生用品等の購入

に対して補助をするものでございますが、増額した

全額を令和３年度予算へ繰り越して活用いたす予定
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でございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） すみません、最後のほうがう

まく聞き取れなかったんですけど、アルコールとか

の衛生用品というのは国の単価改定というところの

答弁ですか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 マスクやアルコール消毒液ということにつきまし

ては、保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防

止対策に係る支援ということでございますので、こ

ちらは国の要綱の単価の改定、そういったこととは

直接関係してるものではございません。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 分かりました。保育対策事業

費はなぎさ保育園と吉美に新しくできた小規模保育

園ですか、そこの病児保育に600万円、それと衛生

用品も含めてということですか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 まず保育対策事業への補助金600万円というのが、

こちらが補助基準額、単価の改定に伴うものでござ

いまして、特に補助基準額の改定は一時預かり保育

に対する補助基準額の改定に伴う増額でございます。

そして、同じくこの保育対策事業へはなぎさ保育園、

吉美風の子保育園の病児保育分が増額ということで

なっているということでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 では次の歳出、健康福祉センター管理運営費、県

西部健康福祉センター浜名分庁舎移転のための健康

福祉センターの改修費627万円の内容を伺います。

県の負担は250万円があるというのは議員全員協議

会等の資料で伺ってはおりますが、よろしくお願い

いたします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 改修工事につきましては、大きく分けて３つの工

事となりますが、１つ目は健康福祉センター内北側

部分の旧機能回復訓練室を事務所として使用するた

めの手洗い場の撤去及び天井、壁、床等の補修工事

であります。２つ目は、旧機能回復訓練室に隣接す

る旧休憩室の床畳部分がありますが、そちらを撤去

した上で壁や扉を設置し、会議室として使用するた

めの工事、３つ目でございますけども旧機能回復訓

練室用トイレ・シャワー室がございますが、そちら

を相談室として使用するために中にあります便器・

シャワー設備等の撤去工事となります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございました。浜

名分庁舎が同じ庁舎内に入っていただけるというこ

とで、県との連携がさらに強化されて市民に便利で

迅速な対応ができることを期待しております。あり

がとうございます。 

 では次に参ります。歳出の廃棄物対策費です。ご

み袋の配送方法見直しとごみの収集運搬業務におい

て、不用となった印刷製本費1,525万円と委託料381

万円の説明をお願いいたします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） 説明いたします。 

 印刷製本費の減額につきましては、ごみ袋の印刷

製造に関する発注仕様を見直したことにより減額と

なったものでございます。 

 仕様の見直しの内容につきましては、ごみ袋の販

売店への配達費用を含めた単価で契約していたもの

を、ごみ袋の印刷製造費のみの単価といたしました。

このため、販売店への配達業務を職員が行うことと

なりましたので新たに必要となった経費もございま

すが、契約差金もあり、かなりの費用が削減できた

ものでございます。 

 次に、湖西地区と新居地区の家庭系一般ごみの収

集運搬委託業務については、両地区合わせて年間約

３億円弱を要しております。令和２年度の業務委託

料につきましては、契約差金が約381万円発生した

ことにより不用額として減額するものでございます。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） すごい高額な削減ということ

でうれしい努力だと思うんですけれども、この配送
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費を市役所で行うということで印刷屋さんに頼まな

くしたということで、多少の市庁舎内の負担はある

ものの大きく1,525万円の削減ができたということ

ですけれども、この体制の発案といいますか、これ

でやれるということはどのようにして出てきたんで

しょうか、とてもいい実績だと思いますので教えて

いただければと思います。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 かなり以前の話にはなるんですが、印刷をしてお

ります業者に印刷の製造費、それから配達の費用、

どのぐらいの費用案分ですかというようなことを聞

いたことがあるそうです。そのときに、配送費用が

二、三割はかかっているよということをおっしゃっ

たということで、それでしたらそこの二、三割のと

ころを自前でやれば大分費用の削減ができるんでは

ないかということで、職員のほうが考えて今回実施

に至ったものでございます。 

 それから先ほどお話をしました余分にかかった費

用といたしましては、ごみ袋の在庫をするための倉

庫の保管料、こちら約70万円ほどかかってるんです

がこちらをほかの手数料で支払いをしております。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございました。や

はり業者さんとの常にいろんなコミュニケーション

といいますか、そういう日頃の業務の積極的な取組

の中から案分を聞かれて新たな仕様にしたというと

ころは大変に評価できると思います。ありがとうご

ざいます。 

 あともう一点の381万円の委託料の減額は、契約

差金、入札差金と３億円の事業のということですけ

どもこれは何社やっていて、差金割合といいますか

それは同じ程度でしょうか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 ごみ収集委託につきましては湖西地区１社、新居

地区１社の２社で契約をしてございます。 

 湖西地区の予算額につきましては１億8,871万

6,000円、実際の契約額が１億8,623万8,800円、差

額が247万7,200円、落札率としましては98.7％とな

ります。 

 新居地区の予算額が9,515万8,800円、契約額が

9,382万5,600円、差額が133万3,200円、落札率が

98.6％ということでほぼほぼ同じような落札率とな

っております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 では次の歳出の畜産関係経費です。畜産業者の施

設整備費、国庫補助金が６億5,009万3,000円と大変

な額なんですが、その内訳を教えてください。それ

と、この業者さんは何件なのかということもお願い

いたします。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） お答えいたします。 

 本事業は、事業実施主体であります満咲牧場株式

会社が国の令和２年度第３次補正にて予算化されま

した畜産酪農収益力強化整備等特別対策事業を活用

し、太田地内にて酪農業を行うための施設等の新設

をするための費用の一部に対して補助をするもので

ございます。 

 具体的には、牛の乳を搾ります搾乳施設の建築費

が３億1,200万円、回転式ロータリー型の搾乳機械

設置購入費が８億1,715万6,000円、それから堆肥舎

の建築費が１億3,300万円、堆肥の攪拌用のスクリ

ュー型の機械が3,800万円、それらが補助対象とな

っておりまして合計13億18万6,000円、この半額を

補助するものとなっております。 

 それから、先ほど言いましたように補助する団体

につきましては１団体ということになります。以上

でございます。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ちょっと聞き漏らして申し訳

ありません。一番最初の３億1,200万円が搾乳舎で

すか、その次の８億の項目が何か、機械というのは

分かったんですけどもう一度その２点をお願いいた

します。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） では再度、繰り返させて
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いただきます。 

 乳牛の乳を搾る施設の建物、搾乳施設建築費が３

億1,200万円、それから牛の乳を搾る施設自体が、

それを回転式ロータリー型搾乳機械と先ほど伝えさ

せていただきました。回転式ロータリー型搾乳機械

の設置購入費が８億1,715万6,000円になります。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございます。これ

は全部国の、事業費の半額ですが市からは出てない

んでした、出てませんね、市からは補助はしてない

ということでよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 一応歳入のほうで、県か

らの支出金という形で同額を計上させていただきま

して、その同額を補助金として支出をするという形

になってございます。市のほうで持ち出すお金とい

う形のものはございません。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 分かりました。経営が安定し

てお乳が搾れて農業として成功できるといいと思い

ます。ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で10番 佐原佳美さんの

質疑を終わります。 

 続いて17番 神谷里枝さんの発言を許します。17

番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。議案第40号

について、通告書に従いまして質疑させていただき

ます。 

 最初に歳入、22款１項18目におきまして減収補填

債の金額の根拠をお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

  〔総務部長 山本一敏登壇〕 

○総務部長（山本一敏） お答えをさせていただき

ます。 

 減収補填債はまずは普通交付税を算出するに当た

り使用する基準財政需要額を基に算出した標準税収

入額というものがございます。それと実際、今年度

市が歳入見込みの差を引いたものが減収見込額とし

て借入れできる地方債で、今回、補正予算のほうに

８億2,000万円ほど計上させていただきました。 

 この８億2,000万円の内訳としましては、法人市

民税の法人税割の減収分を７億円、またこれは特別

なんですが今年度に限り新型コロナウイルス感染症

の影響で特例的に借入れ可能とされたものがござい

まして、その１つに地方消費税交付金、これも減収

しておりますのでこれが１億円、それと同じく特例

的に市たばこ税の減収分、これを2,000万円と見込

みまして合わせまして８億2,000万円としたもので

あります。 

 なお、借入れに当たりましては公的資金が当たり

ますので低い金利で借り入れることができます。償

還期間につきましては20年、３年を据置きとしまし

て後年度の元利償還金については交付税算入がござ

います。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 では次に移らせていただきます。同じところです

けども、調整債の金額の根拠についてお伺いします。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 今度は調整債、これにつきましては法人市民税の

皆さん御存じだと思いますが法人税割の税率の引下

げ、それに伴う影響額に対して借入れができる地方

債でございまして、今回１億8,000万円を計上させ

ていただいております。 

 法人税率につきましては、平成26年度と28年度に

税制改正に伴い税率が最初は12.3％であったものが

9.7％、そして今回6.0％まで下げられました。この

減収見込額から下げられた分、法人事業税交付金と

いうものが県のほうから交付されますが、その増収

見込みを引いた額について可能でありますので、こ

れも先ほど国の算定様式に基づいて算出した借入れ

可能額、これは４億3,600万円ございます。ただ、

４億3,600万円丸々借りるのもいかがなものかなと

いうことがありまして、中長期的に財政運営の視点

を持ちつつ短期的な資金確保を図るために、今回調

整債を４億3,600万円のうち１億8,000万円とさせて

いただいたものであります。 
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 なお、これも先ほどと同様、借入れに当たりまし

てはこちらは今度は民間資金となります。これも償

還期間は20年、３年据置きということ、あと先ほど

は交付税措置がありましたけどこちらについては交

付税措置はございません。以上であります。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

こちらのほうの借入れについては、何に使ってもい

いっていう解釈でよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） これは一般財源的な扱い

でいけますので、そのとおりです。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 では次の質問に移ります。よろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 歳出、２款１項17目です。当

初予算は300万円であったと思いますけども、減額

219万3,000円に至った経緯をお伺いします。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） お答えいたします。 

 文化の香るまちづくり事業補助金につきましては、

予算編成時点で補助金申請についての事前相談があ

った15事業300万円分を予算計上させていただいて

おりました。令和２年度における補助金の募集を行

ったところ、12事業、補助金申請額210万7,000円の

応募がありまして、審査の結果、全ての事業を令和

２年４月に採択いたしました。しかしながら、新型

コロナウイルス感染症によるイベントの自粛要請や

感染拡大防止対策が困難なことなどの理由によりま

して、７事業130万円の補助金の辞退及び取消しの

申出がございました。このことによりまして、令和

２年度における当該補助金の交付決定額は５事業80

万7,000円となっております。 

 以上のことから、予算額に対する差額の219万

3,000円を減額補正させていただくものでございま

す。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 次に移ります。次、４款１項１目で先ほど同僚議

員がお聞きしましたその答弁の中でちょっと分から

なかった点があるんですが、３つの工事を行います

よ、その中でトイレ・シャワー室を改修して相談室

に使うっていうことでしたけども、これは浜名分庁

舎ではなくてこちらのほうで何か相談を行うってい

うような事業が起きたと思うんですけども、子供母

子相談とかそういったものに使うということでよろ

しいんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 こちらの旧機能回復訓練室のトイレ・シャワー室

につきましては、浜名分庁舎が使用する予定の部屋

の奥にあります。ということで、浜名分庁舎のほう

の業務の中に精神の関係の相談等もありますので、

そちらのほうでも密閉されたというんですか音が聞

こえないような形で相談室が欲しいということであ

ったもんですから、ちょうどそこのトイレが適所で

はないかということで、そちらのほうは現在使って

おりませんので便器等を撤去しまして相談室として

改修するということでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そこは分かりました。 

 議員全員協議会の資料等によりますと無償貸与と

か光熱水費は相当額の徴収っていうことになってい

ますので、負担していただくに当たりまして案分す

る方法とかそういったものは決められているんでし

ょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 使用料といいますか光熱水費等は一応浜名分庁舎

のほうから応分の負担をしていただく話は進めてお

ります。そちらのほうにつきましては、覚書という

形で今話を進めておりまして、基本的には面積案分

で負担のほうはお願いする予定でございます。以上

です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。 

 では次に移ります。 
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○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） ４款２項１目です。先ほども

同僚議員がお伺いをしておりまして、配送方法を見

直した結果、1,525万円もの減額ができるっていう

ことですけども、それに代わって今度は配達するよ

うな人も必要になってくると思うんですけども、ど

ういった対応をなされたんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 配送につきましては、昨年度から同じ人数で契約

してございます会計年度任用職員４名で当たってお

ります。こちらにつきましては、先ほど申しました

とおり昨年と同じ人数で仕事をやりくりしてという

ことで、何とか仕事の空けた時間に配達していただ

くというようなことでやっております。 

 それから、発注ですとかそちらのほうの管理の業

務につきましては、この発案をしました職員が中心

となってそういった事務的なことをやっております。

ですので、職員的な人数の増というのは全くなしと

いうことでやっております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。費用

対効果がすごく上がっていくというふうに解釈をい

たします。ありがとうございます。職員の方もすば

らしいアイデアだと思います。ありがとうございま

す。 

 同じところの２点目で、ここも先ほど同僚議員が

伺っておりますけども、一般廃棄物収集運搬業務委

託料の減額って今まであまりなかったように思うん

ですけども、何かこれって契約方法が変わったりと

かそういうことがあったんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 すみません、昨年度補正に上げたかどうか記憶が

ないんですが、契約の見積りの仕方ですとか契約の

仕方は昨年と変わっておりませんので、多分昨年も

ほぼほぼ同じぐらいの減額があったのではないかな

ということで考えております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。一般

廃棄物処理云々というのは、特命随契といいますか

そういった契約でやってたと思うんですけども、そ

こら辺は変わってないわけですよね。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） 議員おっしゃるとおり変

わっておりません。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 同じところになりますけども、ごみ処理施設管理

運営費において、今年度は不用ゆえに委託料と工事

請負費を減額補正扱いとするということですけども、

理由をお伺いします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 ごみ処理施設管理運営費において、減額の対象と

しているのは旧環境センター解体工事の工事請負費

は9,537万8,000円、解体工事の発注支援及び施工管

理に係る委託料が500万円の計１億37万8,000円であ

り、どちらも令和２年度から令和３年度の２か年に

わたる事業であり、今年度の当初予算において債務

負担行為の設定をさせていただいております。 

 工事請負費については、令和２年度当初予算編成

時点においては工事総額を約６億円とし、令和２年

度の支払いを全体の30％の約１億5,000万円、令和

３年度の支払いを70％の約３億5,000万円と見込ん

でいたところ、入札の結果、工事総額が約２億

7,000万円となったこと及び受注者との調整により

令和２年度の支払額の見込みが全体工事費の約20％

である5,500万円となったため、差分を不用額とし

て減額するものでございます。 

 委託料につきましては、当初は業務総額1,980万

円、令和２年度の支払いを全体の50％で990万円、

令和３年度の支払いも同じく50％で990万円と見込

んでいたところ、契約段階で業務総額が1,705万円

となったこと及び工事の施工状況により令和２年度

の支払額の見込みが全体工事費の約28％である490

万円となったため、差分を不用額として減額するも

のでございます。 

 なお、今回の補正減額につきましては設計施工一
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括発注という形式で発注していることから、予算編

成時の見込みと実際の工種や工程に差異が出たこと

が主な原因であるため、工事の進捗に遅れが出たも

のではございません。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。工事

に遅れがないということを確認できまして、よかっ

たなと思っております。ありがとうございます。 

 では次に移ります。 

○議長（加藤弘己） 環境部長、何か。 

○環境部長（川上惠資） 申し訳ありません。先ほ

ど、私答弁の中で工事請負費の令和２年度の編成時

の総額を６億円と言ってしまいました。申し訳あり

ません、５億円の間違いです。訂正させていただき

ます。申し訳ありませんでした。 

○議長（加藤弘己） それでは神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。来年

度にはきれいになっていくという確認ができました。

ありがとうございます。 

 では次に移ります。４款２項３目です。し尿収集

運搬業務委託料の減額2,690万円についてですけど

も、収集量が減ったということであったと思うんで

すけども、当初見積りはいかがであったのかお伺い

します。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 し尿の収集運搬業務の委託料の予算額は見積りで

はなく、原価計算方式により市が積算して算出して

ございます。令和２年度の予算額算出においても、

市内３事業者による収集体制によるものとした同様

の積算を行い予算計上いたしました。しかし、令和

元年度において下水道区域の見直しや下水道整備の

普及により収集量が減少していることから、将来を

見据えて業務の安定を保持していくことを目的に外

部委員による合理化検討審議会を開催し、並行して

市内全域のし尿等の収集運搬業務の見直しを検討し

てまいりました。審議会からの答申を基に、湖西市

合理化事業計画を策定し、年度末までのこの計画に

基づいての業者との協議を行い、し尿収集車両を１

台減車することができましたので、契約額が減額と

なったものでございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。この

収集車というのはたしか平成31年の３月にも１台減

車しているかなと思うんですけども、減車をやって

今年度当初に合理化検討委員会の方針に従ってまた

１台減車ができたのでこの減額補正に至った、そう

いうことで現在は３台、２台ですかで収集業務を行

っている、その辺お願いします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） 議員おっしゃるとおりで

ございます。現在は２台ということで運用をしてお

ります。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、この事業に関

しましては次年度からはある程度現実に合った数字

で予算化がされていくというそういう解釈でよろし

いでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） 新年度予算につきまして

は、その形で提出をさせていただいております。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。 

 では次に移ります。歳出、９款１項５目です。当

初予算額が399万4,000円でしたけども、280万円の

減額に至った経緯をお伺いします。 

○議長（加藤弘己） 危機管理監。 

○危機管理監（小林勝美） それではお答えいたし

ます。 

 本予算は主に地域防災指導員が行う防災出前講座

等の活動報償金及び女性防災講座の講師への報償金

となります。 

 今年度は、新型コロナウイルス感染症により防災

出前講座の開催の数が例年よりも非常に減少いたし

ました。また、女性防災講座も年間３回開催する予

定でございましたが、全て中止とさせていただきま

した。 

 補正額につきましては、女性防災講座の講師報償

金を不用額とし全額を不用額とさせていただいて、
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またこれに加えまして防災出前講座等の活動補助金

につきましては、令和２年４月から11月までの支出

実績と令和２年12月から令和３年３月までの支出見

込みを算定しまして、不用となる280万円を減額す

ることにしたものでございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 では次に移ります。10款２項１目です。ＧＩＧＡ

スクールの対応情報機器等購入の入札差金というこ

とですけども、これも議会で議決して間もない期間

であります。どういう経緯でこのような減額ができ

るようになったのか、要因をお伺いします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 ＧＩＧＡスクール対応情報機器等購入事業につき

ましては、去る令和２年10月に制限つき一般競争入

札を執行いたしました。入札差金が生じた要因とし

ましては、一般競争入札でありタブレット端末等の

大量発注による価格低減が図られたものと考えてお

ります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。この

11月２日の臨時議会で議決をしたときにはたしか応

募してるのは１社であったと思うんですけども、大

量発注による価格低減ということですので、たしか

１台上限が４万5,000円ぐらいであったと思うんで

すけども、最終的にこれってお幾らになったのかお

伺いしてもよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） 資料の確認をしますので

少しお時間頂きたいと思います。 

 お答えをいたします。 

 タブレットにつきましては、先ほど議員がおっし

ゃった４万5,000円というのは補助金の上限という

んでしょうかそういう形でございまして、タブレッ

ト自体の見積りは１台当たり５万4,000円であった

ものが応札いただいた業者さんの単価でいきますと

４万900円ということになったということでござい

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 随分安くできてよかったなと

思います。これに当たっては、たしか臨時議会のと

きに５億一千何がしが市債を発行して購入というこ

とでしたけども、減額補正をしますけどもその分は

公共施設整備基金ですかそちらのほうへ積んでいっ

て、市債の減額もせずにやっていくっていうそうい

うことでよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えします。 

 市債の減額についてはしないということでござい

ます。 

 １点すみません、先ほどの質問の中でタブレット

の単価ですが、４万900円と申し上げたんですが確

認しましたら４万4,990円でございました、申し訳

ございません。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。減額もせずに

そちらのほうへ、整備基金のほうへ多分回っていく

ということで解釈いたします。 

 では最後の質問に移ります。10款７項１目です。

協定書に基づき委託料の増額ということですけども、

積算根拠をお伺いします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 委託料の増額の積算根拠でありますが、令和２年

度におけるアメニティプラザの収入・支出の見込額

の差額分にて算出をしてございます。 

 アメニティプラザは市の指定管理料と施設の利用

料金収入で指定管理者により管理運営をしておりま

すが、令和２年度の収入見込額は新型コロナウイル

スの感染症対策による臨時休館、そしてその後の影

響によりまして例年よりも少ない１億8,680万1,000

円と見込んでおります。これに対しまして、令和２

年度の支出見込額は主に指定管理者の人件費及び光

熱水費など管理運営上、必要となる経費で構成され

るものでございますが、令和２年度における支出見

込額は１億9,480万1,000円と見込んでおります。収

入見込額１億8,680万1,000円に対し、支出見込額１

億9,480万1,000円ということでございまして、収入
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が800万円不足をしていることから湖西市複合運動

施設の管理に関する基本協定書に基づき、今回、収

入・支出見込額の差額分について委託料を増額する

ものでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 新型コロナ感染拡大に伴って

市のほうが休業要請を行ったので、委託料を増額と

いうことでしたけども、まず休業要請をかけた期間

というのはいつからいつまででしたか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えいたします。 

 アメニティプラザの臨時休館期間なんですが、令

和２年４月18日の土曜日から５月31日の日曜日まで

でございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 約１か月半ぐらいはこちらの

ほうから休業要請をお願いしたということで、指定

管理を行う事業所には休業要請協力金とか持続化給

付金というのは出ないということで思っていてよろ

しいですか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） そのあたりは一応出ない

という見込みで聞いておるところでございます。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 出ないということで聞いてい

るということですけども、ちょっと確認されてはど

うかなという気もいたします。 

 それから、年間の収入見込み総額が約800万円に

なるのでその相当額を増額しますよということで、

協定書に従ってって言われたような気がしますけど

も、協定書の中に減収分相当額を補填するといいま

すか、そういった項目が明確にうたわれているとい

うことでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 今回の指定管理期間が平成28年４月から令和３年

３月までの５か年間になってるんですが、指定管理

者の指定に当たりまして基本協定書を平成28年２月

18日に結んでおります。その中に責任分担というこ

とで市と指定管理者のリスク分担表がつけられてお

りまして、13項目にわたってリスクの種類、リスク

の内容、負担者が記された表でございますがその中

では事業の中止、これは市の指示による事業の中止

については市が責任を負う、そして需要の変動とい

う項目がありまして、想定できない特殊な事情が認

められる場合は市の負担、こちらについては新型コ

ロナウイルスが全く、１年前はだんだん見受けられ

てきたんですが全くこれも想定されない特殊な事情

というふうに判断されるものでございます。そして、

施設の利用不能等による利用料金収入の減少、こち

らも市の負担ということになっておりまして、利用

料金収入が減っているということもございますので、

こちらを市のほうで負担をすると、そんなふうに明

記をされているものでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） この800万円っていうのが私

の解釈ですと４月18日から５月31日までで、その後

もいろんなイベント等もそうですけども利用人数の

制限とかそういうのもあって半分ぐらいしか、例え

ばプールでも一番夏の稼ぎどきでも前ですと600人

ぐらい入っていたかなと思うんですけども、それが

半分ぐらいしか入られないというと収入減少になり

ますけども、そういったものについて今後またこう

いった委託料の増額ということが発生してくること

はあり得るんでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 今年度につきましてはこの収支の差が、見込額の

差が800万円、何とかこれを管理運営するために必

要だということで増額をさせていただきたいという

ことで今回は補正計上してるんですが、今後もコロ

ナウイルスがまだ収束がどういう形になっていくの

か、ワクチン接種が始まってどうなるかというのは

ちょっと見通せない部分がありますが、こういった

減収に伴う、アメニティプラザ自体は指定管理料と

利用料金収入を充てて、これでもって管理運営を何

とかしていただいてるという状況でございますので、

また指定管理者のほうからどうしても減収に伴って

管理がままならないというような状況、そういった
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御相談があればまた協議をしてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました、取りあえずこ

の１年間でおおむね800万円、委託料を増額します

よというそういった解釈ということで承知しました。 

 ありがとうございました、これで質疑を終わりま

す。ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で17番 神谷里枝さんの

質疑を終わります。 

 質問の途中ですが、ここで休憩を取りたいと思い

ます。福永議員、よろしいでしょうか。 

○５番（福永桂子） はい。 

○議長（加藤弘己） それでは暫時休憩といたしま

す。再開を15時25分に再開したいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

午後３時16分 休憩 

───────────────── 

午後３時25分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 引き続き、議案第40号の質疑を行います。福永桂

子さんどうぞ。 

  〔５番 福永桂子登壇〕 

○５番（福永桂子） ５番 福永桂子です。議案番

号40の２款１項12目について御質問いたします。 

 同僚議員の御質問でおおむね理解いたしました。

御答弁を聞きましてちょっと２点ほど質問がござい

ます。 

 私の質問２の不採択になった事業の今後について

検討されているかというところなんですけれども、

宝くじ助成事業においては県下から申請が上がって

くると思いますけれども、近年、実施優先順位１位

で提出されても採択されなかったっていう事業はあ

るのでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

  〔市民安全部長 小林勝美登壇〕 

○市民安全部長（小林勝美） お答えいたします。 

 ここ最近は、大体湖西市におきましては２件ずつ

要望といいますか申請をさせていただいております。

今年度のように２つ出したうち１つが不採択といっ

たものは次の年度の最優先というふうにさせていた

だいておりまして、近年においてそれがその次の年

に採択にならなかったということはございません。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） ５番 福永桂子さんどうぞ。 

○５番（福永桂子） １年に湖西市から何件上がっ

てくるかによっても変わってくると思いますけれど

も、優先順位１位となれば入っていくというそれは

分かりました。 

 もう一点ですけども、不採択になったときに同じ

ような事業で県の補助金を受け入れたりとか、その

他の補助金を選択するというような道はあるんでし

ょうか。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） お答えいたします。 

 今のところは、現在やっております一般コミュニ

ティ助成事業ということで、自治総合センターに申

請するものが唯一のものでございます。以上でござ

います。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 分かりました、じゃあ毎年出

し続けるしかないという補助金の枠の中で頑張ると

いうことですね。 

 ２款の１項17目ですけれども、先輩議員の御質問

で理解できましたので取り下げます。 

 これで終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で５番 福永桂子さんの

質疑を終わります。 

 続いて２番 加藤治司君の発言を許します。２番 

加藤治司君。 

  〔２番 加藤治司登壇〕 

○２番（加藤治司） 歳出４款２項１目及び10款７

項１目、同僚議員の質問で大体理解できましたので

取り下げます。 

○議長（加藤弘己） 以上で２番 加藤治司君の質

疑を終わります。 

 続いて９番 楠 浩幸君の発言を許します。９番

楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 
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○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

私のほうからも議案第40号です。一般会計補正予算

です。 

 私のほうからは歳出の２款１項７目、財産管理経

費、土地購入費でございます。大森の土地っていう

ことでありますけれども、時々こういう案件が出て

くるんですけれども、湖西市土地開発公社が現在保

有している土地において、買戻しが今後も必要な土

地というのはどれくらい残っているのかを伺いたい

と思います。お願いします。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

  〔企画部長 鈴木 徹登壇〕 

○企画部長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 事業用地を除く買戻しが必要な残地につきまして

は、地目ですが山林が８筆、雑種地が４筆、合計で

12筆で面積は7,320.83平方メートルでございます。

用地費等の買戻し見込額でございますが、約8,306

万円となります。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） まだ大きな土地が残っている

っていうふうに解釈をいたしました。また、財政状

況を見ながら買い戻していくという形でよろしいで

しょうか。 

○議長（加藤弘己） 企画部長。 

○企画部長（鈴木 徹） 財政当局との調整にもよ

りますが、予算の確保が今後も可能ということであ

れば２年から３年、そのぐらいの期間のうちに買戻

しができればというふうには考えております。以上

でございます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 もう一点あります。歳出６款１項４目、畜産関係

経費につきましては同僚議員の質疑を聞いておりま

したおおむね理解ができましたので取り下げます。 

○議長（加藤弘己） 以上で９番 楠 浩幸君の質

疑を終わります。 

 続いて13番 竹内祐子さんの発言を許します。13

番 竹内祐子さん。 

  〔13番 竹内祐子登壇〕 

○13番（竹内祐子） 13番 竹内祐子です。私は歳

出の２款３項１目のところの個人番号カードのとこ

ろですけれども、当初予定していた人数は何人分で

何人分の増加があったのかを聞きたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

  〔市民安全部長 小林勝美登壇〕 

○市民安全部長（小林勝美） お答えいたします。 

 当初計上していた交付金につきましては、国から

示されました本市に対する交付金請求上限見込額試

算額を参考に予算計上したものであります。よって、

本市における個人番号カードの交付人数の増減は交

付金には影響がないものでございます。以上でござ

います。 

○議長（加藤弘己） 13番 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） それでは２番目の交付金の積

算根拠をお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） お答えいたします。 

 交付金につきましては、国から交付される個人番

号カード交付事業費補助金を財源といたしまして、

地方公共団体情報システム機構いわゆるＪ－ＬＩＳ

という機構でございますが、こちらにそのまま補助

金の金額の同額を支払うものでございます。 

 交付金の歳出につきましては、全国市区町村の令

和２年度中の個人番号カード交付に係る費用を住民

基本台帳人口で案分をして、各市区町村に見込額と

して示されるものでございます。 

 今回、令和２年度分として本市に示されました交

付金額は4,260万2,000円でございまして、当初予算

額3,166万6,000円との差であります1,093万6,000円

を今回増額補正させていただくものでございます。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 分かりました。どの市町も同

じようになってて、結局市がトンネルというかそう

いうような方式になってＪ－ＬＩＳというところに

行ってるということですね、了解いたしました。 

 次の６款１項４目ですが、私もこれは取り下げま

す。 

 そして次の９款１項５目のところの増額理由と工
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事請負費の内容をお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 危機管理監。 

○危機管理監（小林勝美） お答えいたします。 

 高師山地区津波避難タワー整備工事は、令和２年

度から令和３年度の２年間で実施を予定しておりま

して、令和２年度は予算額5,000万円、令和３年度

は２億920万円の債務負担行為を設定しています。 

 今回、本工事につきまして県から余剰となった令

和２年度国庫補助金の有効活用の打診を受けまして、

令和３年度当初予算で計上を予定しておりました事

業費の一部を令和２年度予算に前倒し計上すること

で、満額の補助率で国庫補助金を受けられるという

ことから工事費を増額するものでございます。 

 なお、当工事請負費につきましては繰越明許を予

定しております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） よく分かりました。少しでも

早く工事が進んでいくようによろしくお願いします。 

 次の10款７項１目のところは、私も取り下げさせ

ていただきます。 

 ありがとうございました。以上で終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で13番 竹内祐子さんの

質疑を終わります。 

 続いて18番 二橋益良君の発言を許します。18番 

二橋益良君。 

  〔18番 二橋益良登壇〕 

○18番（二橋益良） 18番 二橋益良。まず１款１

項２目の法人市民税の減額をする内容というか根拠

を教えていただきたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

  〔総務部長 山本一敏登壇〕 

○総務部長（山本一敏） お答えをさせていただき

ます。 

 法人市民税の収納見込みにつきましては、先ほど

の神谷議員とは少し違いまして、先ほどは交付税算

定の基準という数字を用いてましたが、今回は当初

予算、予算書からの額でこれは４億円減収になると

いう形で今年度は見込んでおります。 

 内訳としましては法人税割で３億8,500万円、ま

た今年度は特例で、こちらもそうなんですが新型コ

ロナウイルス感染症の影響による徴収猶予制度とい

うのが設けられました。これを約1,500万円と見込

んでおります。合わせて４億円という形で考えてお

ります。 

 減収の要因としましては、法人税率の引下げ等も

ありますが、やはり海外の景気とかそういうものの

動向によるものがあり、また新型コロナウイルス感

染症拡大による影響は大変大きいと捉えております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） ありがとうございます。内容

的には先ほど神谷議員のほうからも質問がありまし

たもんですから、一応理解しておるわけでございま

すけども、あと法人税は予定納税なもんですから今

年度の還付金の影響とか、あるいは来年度に向けて

の影響というのはどんなふうになってますか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） ２番目の質問という形で

よろしいでしょうか。 

○18番（二橋益良） はい。 

○総務部長（山本一敏） お答えさせてもらいます。 

 本年度の法人市民税の還付金につきましては、令

和３年２月末現在で大手企業４社も含めその他非常

に少額のものもございます。そういうもの全て含み

ますと、件数でいいますと約100件ございます。金

額では約１億8,000万円程度となっております。 

 御質問の今後の影響をどう捉えるのかということ

につきましては、令和３年度は本年度の令和２年度

の予定申告税額が少ない、今年度は収入が非常に少

ないということで、それに伴いまして予定申告税額

も減るということで、来年度の還付はそんなに大き

くはないと捉えておりますので、今年度ほどの影響

はないと思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） なかなか予想のつかないとこ

なもんですから、非常に試算も難しいかなと思いま

すけども、いずれにしろこういうものへの対応が一

番大事なことでございますので、今後よろしくお願

いしたいと思います。 

 それでは次の歳入の22款１項17目です。これは先
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ほどから減収補填債等々の、あるいは調整債のお話

がありましたもんですから、大体補填債のほうが８

億2,000万円強ということなんですけども、交付措

置があるかという質問なんですけど先ほどお答えに

なっていただきまして、今のところ考えられないと。 

 今後、このコロナとかいろんな影響がこれから起

こると思うんですけども、今後交付対象になり得る

ような一つの作戦もあるかなと思います。そうした

意味でぜひ御努力願いたいということと、あと２番

目の財政調整基金の繰戻しを同じ額やってるんです

けども、言い換えれば減収補填債で財政調整基金を

繰り戻したとこういうことだと思いますけども、こ

この一般会計の当初予算でいつも財政調整基金を先

に繰り出して財政調整をしてるというようなところ

がありますけども、これは確かに苦肉の策の一つじ

ゃないかと思いますけども、余剰金、要するに繰越

金の半分、２分の１しかここには持っていけないも

んですからそうしたやりくりをしていると思うんで

すけど、ただ一つ問題があって、今日補正なもんで

すからあまり言わないんですけども、初めからあり

きで予算を組んでるとどこまでが単年度予算なのか

というのが非常に分かりにくいです。ですから、こ

れから財政調整基金の活用方法もやはり考なければ

いけないなと思いますけども、どのような関係で繰

戻し等々を行ってるかお聞きしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 まず、減収補填債につきましては交付税措置がご

ざいます。反対に調整債についてはないという形で

お答えをさせていただきました。減収補填債につき

ましては、いつでも好きなときに借りられるもので

はないものですから、どうしても後年度を見た中で

市の予算、規模等を考えた中で借りられるときには

借りておいたほうが得策、これは国からも推奨され

ております。ただ、調整債のほうにつきましては先

ほど言った交付税措置がありませんので、これは財

政当局としてはできれば借りないほうがいいのかな

と、今回は合わせて10億円という金を借りるわけな

んですけど、これは昨年と比べての実際の法人税の

減収分、その額が10億円ほどあるもんですからここ

でまず穴埋めをして来年度以降の、コロナがまだ終

わっておりませんのでそれに備えるという意味で借

りていくものでございます。 

 先ほどのもう一つ、財政調整基金のほうにつきま

しては議員御指摘のとおり、財政調整基金を当初に

繰入れをしておいて後は戻すというような手法をこ

こ数年ずっと取ってるわけなんですけど、現実にい

いますと当初になかなか組みづらいと、財政調整基

金の目的とすれば何かあったときにという中で、今

回もこういうコロナという事情の中で今年度もかな

りの額を財政のほうから取り崩しております。そう

いう中で使わないほうがいいかとは思うんですが、

先ほど言われるように翌年度の繰越額の半分は積立

てのほうに持っていかれちゃうと、という中で事業

が非常に組みにくいとこもあるんですがなるべく頼

らない、財政調整基金を繰り入れない予算を今後も

心がけていきたいというところは心得ているつもり

であります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） 確かに手法として、やり方と

してはいいかも分かりませんけどそういう見えない

部分があるということだけ、皆さん方が財政として

把握しておいていただければ今後の当初予算もそれ

なりの当初予算になっていくかなと思いますので、

ぜひお願いいたしたいと思います。 

 それでは次いいですか。 

○議長（加藤弘己） どうぞ。 

○18番（二橋益良） ２款３項１目の個人番号カー

ドの普及率、先ほど同僚議員からの質問がありまし

たけども、一応今予定しているのはどのぐらいの普

及率になる予定なのか、目標とかあるいはそういう

のが聞ければなと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） お答えいたします。 

 まず現在の状況をちょっとお話をしたいと思いま

すが、本市におけます個人番号カードの令和３年１

月末現在の申請件数につきましては１万6,993件、

交付の件数は１万3,817件、交付の割合は23.16％と

なっております。１年前の令和２年１月末現在の交
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付割合は12.88％でありましたので、10.28％の増と

なりました。また、令和元年度の年間の申請件数は

1,402件、交付の件数は1,048件でありましたが、令

和２年度につきましては令和３年１月末までで既に

申請件数7,310件、交付件数が5,794件という状況で

ございます。 

 市としては、今手持ちがないんですが国のほうか

らも令和４年末までにはおおむね国民のほとんどが

マイナンバーカードを持つようにということで、積

極的にＣＭをやったりとか交付率を上げるように努

力をしておりまして、それに向けて湖西市にも目標

を立てるようにということで、目標を国のほうへ提

出をしております。今ちょっと資料がないもんです

から御説明できないんですが、それに向けて現在、

湖西市においても努力をしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） いろんな要因があってこの令

和３年度非常に伸びたということだと思いますけど、

この事例を一つ参考にして、やっぱりこれからの普

及のため施策をなるべく早く対応していくというこ

とのほうが正しいかなと思いますけども、対策とし

てはどうですか。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） 今年度、先ほど言い

ましたように国からも積極的にＰＲするようにとい

うことでありまして、今年といいますか今年度は４

月号の広報こさいにおきまして見開きで特集ページ

をつくっております。それから市民課の窓口におき

まして、住民票なんかを交付する際に封筒をつくっ

てその中に入れて帰ってもらうような封筒があるん

ですが、こちらのほうにも申請をする、ここをクリ

ックというかマイナンバーカードの申請方法につい

て記載をさせていただいております。また、５月に

は職業訓練センターの会員の約130社ほどございま

すけれども、こちらで職業訓練センターが総会をす

るに当たって資料を各社に送っているんですが、そ

の中にカード取得の案内を同封させていただいてお

ります。また、７月には国民健康保険の加入者、納

付書を４月に送付するわけなんですがこのとき全員

にマイナンバーカードの申請について案内をさせて

いただいております。 

 これは市が直接ではないんですが、国といいます

かＪ－ＬＩＳというマイナンバーカードを発行して

る機構があるんですが、そちらのほうでマイナンバ

ーカードを持ってない人に対しまして12月の下旬頃

からＱＲコード付きの申請書というのを順次発送し

ているというふうに聞いておりまして、その影響も

あってか、最近夜、月に２回ほど夜間交付をやって

おりますけど、その交付にマイナンバーカードを受

領に来る方が大変増えてるという状況でございます。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） いろいろ御努力されておるわ

けでございますけども、いずれにしろこのマイナン

バーカードも当初はなかなか信頼性がなかったとい

うのが大きな原因じゃないかと思いますので、これ

から必ず１人１枚持っていただくということに宣伝

していっていただければと思います。 

 じゃあ最後の質問に移ります。10款７項１目、先

ほどの同僚議員からアメニティプラザの臨時休業の

利用料の減額補填、これの質問があったわけでござ

いますけども、その中で委託契約の中にいろいろ項

目があると思うんですけども、先ほど回答が途中で

終わったようなそんなそぶりであったもんですから

あえて聞くんですけども、２種類あると思うんです

よ。まずは閉鎖のために利用料が徴収できない、そ

れともう一つはそこに働く従業員が休業をしなけり

ゃならないというようなことの二面性があると思う

んですけども、今後の委託契約の中でそこら辺はど

ういうふうにうたってどういうふうに精査したのか

お願いいたしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 基本協定書というのが５か年分ということで結ば

れているんですが、その中で事業の中止をしたもの

については市のほうで負担をするということですの

で、４月中旬から５月いっぱいの１か月半分につい

ては市のほうで間違いなく見ていくということで、
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あとは想定できない特殊な事情、こちらは新型コロ

ナウイルスがいつまで続くのかということがなかな

か見当がつかなかったという事情もございますので、

それに伴う減収分については市のほうで負担をする

というようなことで、そんな形で金額のほうを精査

させていただいて800万円という数字が出てきたと

いうことでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） これちょっと一つ問題がある

と思うのは、当然休業したのは４月18日から５月31

日までということで随分先の話なんですよね。やは

り、我々に協力していただける事業者さんがより円

滑に運営するためにも、本来ならもっと早く補填す

るべきじゃなかったかなと思います。それこそ10か

月もたってから、今ここで可決されて執行するには

業者さんがもう10か月収入がないまま、逆に言った

ら立替え払いみたいな形で多分怒っていたと思うん

ですけども、なぜこれは遅れたんですか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えいたします。 

 休館の時期は４月中旬から５月末ということなん

ですが、その後も利用料金収入については利用者数

も前年を上回る月が一月もございませんで、先ほど

申し上げたリスク分担の中で利用料金収入が減る現

象になったということについては、最終的なこの時

期に精算をしようということを考えておりましたの

で、この時期に補正をさせていただいたということ

になります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） １点だけ最後に聞きますけど

も、コナミスポーツさんが全体事業としてはどうか

分かりませんけども例えばこのアメニティプラザだ

けを持っても例えば毎月毎月の減収分があれば雇用

調整助成金とかあるいは持続化給付金とか多分対象

になると思うんですよ。そういうところまで今回話

をして、最終的に調整したのかどうかお願いいたし

ます。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） 先ほど神谷議員のときに

雇用調整助成金という話が出たんですけど、休憩時

間中に確認をしましたらコナミスポーツさんとして

は雇用調整助成金を、コナミスポーツさんの本社と

いうんでしょうかは頂いているということなんです

が、それがじゃあアメニティプラザのところにどの

程度反映されてるかというのはちょっとそこら辺は

見えない部分があります。そんなこともございます

ので、そのあたりについても話は一応お聞きはして

あるということで御理解いただきたいと思います。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 二橋益良君。 

○18番（二橋益良） やはり企業さんというのはそ

のぐらい賢い、いろんな面でこういうものを模索し

ながら、今回のコロナに限らずいろんなことをやっ

てるんですよ。行政側はなるべくこういうことにも

しっかり対応して、ただ一方的なお話じゃなくてい

ろんなそういう、裏にはいろんなことがあるんだと、

だからこういうのもやはり減額、要するに補填する、

減額の対象にもなり得る可能性のあるものだと思い

ますので、今後はひとつ、こういうことも精査して

お願いしたいと思います。以上で終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で18番 二橋益良君の質

疑を終わります。 

 続いて11番 吉田建二君の発言を許します。11番 

吉田建二君。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 

○11番（吉田建二） 11番 吉田建二です。私は、

歳入の減収補填債並びに調整債につきましてはさき

に同僚並びに先輩議員の質疑に対する答弁で了解し

ましたので取り下げます。それから２番目の歳出の

６款畜産・酪農収益力強化整備等の特別事業につき

ましても取下げさせていただきます。 

 歳出の10款教育費ですけども、小学校における新

型コロナウイルス感染症対策等のために購入する消

耗品と備品の主な内容は何かということをお尋ねい

たします。同じように、中学校についてもお尋ねい

たしますので併せて一つ説明をいただけたらと思い

ます。お願いいたします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

  〔教育次長 岡本 聡登壇〕 

○教育次長（岡本 聡） お答えいたします。 
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 今回の補正予算に計上いたしました経費につきま

しては、国の令和２年度補正予算で創設をされまし

た補助制度を活用し、各小学校そして中学校におい

て新型コロナウイルスの感染症リスクを最小限にし

ながら円滑に教育活動を継続するために必要な物品

等を購入する経費でございます。 

 小学校におきましては購入する主な消耗品それか

ら備品でございますが、消耗品につきましてはアル

コール消毒液やハンドソープ、備品につきましては

空気清浄機や大型扇風機を予定しております。中学

校におきましても消耗品、備品につきましては同様

のものを予定しているところでございます。以上で

ございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） コロナウイルスの感染症を防

止するためのアルコール剤ですとかアルコール消毒

液、また、空気清浄機ということですけども、こう

いうものは既に今まで購入されてたと思うんですけ

ども、補助金が来たからあるいは交付金があるから

またこれも買っていくっていうことなのか、それと

も今まで本当になかったからこれを補充していくの

か、そこら辺はどうでしょうか。何かもう少し有効

に活用していくためにはこんなふうにやっていると

かってそういう努力が分かれば、そこら辺の説明を

していただけるとより理解がしやすいかなと思いま

すけども、その点はいかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（岡本 聡） お答えをいたします。 

 ９月補正予算の中でも感染症対策のためのマスク

等購入支援事業ですとか、学校再開に伴う感染症、

学習保障等に係る支援事業ということでこういった

消耗品、備品購入費のほうは計上させていただいて

おりますが、現在までに各学校で95％以上執行され

ているという状況で、アルコール消毒液なんかもか

なり使用されている状態になっていると思います。 

 今回、国の３次補正に伴いまして感染症対策等の

学校教育活動継続支援事業ということでこちらを活

用しながら、こちらは令和３年度に繰越しをして購

入を図っていこうということを考えておりますので、

不足するものについて令和３年度の中で購入を図っ

ていきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） アルコール消毒剤等は、少し

前もって買っておいてストックしておくのもよろし

いかなと思うんですけども、備品については十分検

討される中で有効的なあれをしていただくようなこ

とを期待をしていきたいと思います。 

 質疑を終わります。ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 通告された質疑は以上です。

ほかに議案に対して質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて各委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第40号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第40号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第23 議案第41号 令和

２年度湖西市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第５号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第41号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第41号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第24 議案第42号 令和

２年度湖西市介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、10番 佐原佳美

さんの発言を許します。10番 佐原佳美さん。 

  〔10番 佐原佳美登壇〕 

○10番（佐原佳美） 10番 佐原佳美でございます。

議案第42号 令和２年度湖西市介護保険事業特別会

計補正予算（第３号）についてお伺いいたします。 

 歳出の４款１項３目、介護予防日常生活支援総合

事業の利用者数の増加に伴う補正額1,160万円の積

算根拠をお願いいたします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 積算根拠につきましては、令和２年５月から令和

３年１月までに国民健康保険団体連合会に支払った

実績と、令和元年度、昨年度の同期間の支払額等を

比較し、平均伸び率を算出したところ9.3％増加し

ておりました。 

 次に、令和３年２月から令和３年４月までの支払

い見込額を今年度の最大の支払額がさらに増加する

ことを予測し、令和３年１月までの実績と合算して

年間支払い予定額を算出いたしました。これと当初

予算の予算額の差額が1,160万円となりましたので、

これを補正額としたものでございます。以上でござ

います。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございました。伸

び率が9.3％あるので、まだこれからの年度のある

ものをという補正予算を組んだということですけど

も、サービスごとの内訳っていうのは分かりません

か、今は。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 サービスごとの年間の平均人数になりますが、昨

年度と今年度の比較になります。その中で特に多か

ったというのが通所介護相当のサービスでございま

すが、これが昨年度353人に対しまして今年度382人、

次に多かったのがケアマネジメント費、こちらのほ

うが昨年度375人に対しまして今年度は402人という

ことで、ほかのサービスもあるんですがサービスの

合計としましては昨年度938人に対しまして今年度

は1,007人ということで、利用のほうが増えてると

いうことでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 分かりました。なかなか通所

介護、デイサービスなんかなかなか定員を満たして

ない事業所もあるということも聞いておりますが、

しっかり介護予防をして健康維持できればいいなと

思いますので、入所での補正ということではなく、

逆に入所のほうは定員が満たなくて経営に苦労して

いるという特別養護老人ホームなどの話もあります

ので、でも市民が少しでも健康維持できている事業

が増えるということはいいことだと思いました。あ

りがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で10番 佐原佳美さんの

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第42号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第42号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第25 議案第43号 令和

２年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第43号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手全員であります。したが

って議案第43号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第26 議案第44号 令和

２年度湖西市病院事業会計補正予算（第３号）を議

題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第44号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手全員です。ありがとうご

ざいます。したがって議案第44号は原案のとおり可

決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第27 議案第46号 令和

３年度湖西市国民健康保険事業特別会計予算を議題

といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は総務経済委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第28 議案第47号 令和

３年度湖西市介護保険事業特別会計予算を議題とい

たします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は福祉教育委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第29 議案第48号 令和

３年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計予算を議
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題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は総務経済委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第30 議案第49号 令和

３年度湖西市公共下水道事業会計予算を議題といた

します。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は建設環境委員会に付託します。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第31 議案第50号 令和

３年度湖西市水道事業会計予算を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は建設環境委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第32 議案第51号 令和

３年度湖西市病院事業会計予算を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は福祉教育委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 以上で本日の日程は終了いた

しました。 

───────────────── 

 ここで、本日委員会に付託いたしました議案を事

務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。 

 それでは、本日はこれにて散会いたします。お疲

れさまでした。 

午後４時19分 散会 

───────────────── 

 


